
 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

 まず、今回の意見募集に関しては大変有り難い事だと思ってい

ます。そして、同時に窓口対応の相変わらずの狭さに辟易してお

ります。 

 

ワードファイル形式で提出とか、年配の方で使い方が分らないと

いう方はどうすればいいんでしょうね？ 

この辺の感覚には逆に感心します。 

 

これで広い意見がたくさん集まると思ってる方がいる時点で、頓

挫しそうな予感もしていますが、そうは言っていられない状況に

ありますので、頑張ってくださいね。 

 

さて、本題です。 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

迅速に対応しなければ経済格差よりもひどい状況だと私は感じ

ています。 

 

実際に未整備エリアに住みながら、各所で仕事をしてみてはい

かがでしょうか？動画ファイルが登場した時点で、仕事になりま

せんよ。 

 

数字にするとたかだか 10％ですが、地域に穴があるというのは

非常に大きなネックです。そこだけ日本ではないような、そんな

感覚さえ人に与えているという事はご存知でしょうか？ 

 

「あの地域は光回線通ってないから、住むのはどうもなぁ･･･。」 

冗談ではなく、本当にこういった会話が成立しています。 

さらに私の場合は、「光回線ではないのですね。では今回のお仕

事は結構です。」と言われるケースも少なくありません。 

 

田舎に好んで住もうとしている人を住ませない状況にしているの

は、環境以外の何者でもない。 

 

総務省に確認したところ、ADSL とケーブル、そして光という三つ

の柱でブロードバンド環境の普及を目指すと回答を頂きました

が、三つ全てを選択できるのと、どれか一つが通っていればい

い、というのでは、既にそれだけで格差になってしまいます。 

 

No. １ 



では全てを通そう？となった場合、費用を負担するのが税金とい

う形になりますので、各事業者の利益を優遇するために国民全

員が負担を強いるのは無駄な整備だと思います。 

 

ではどうするか？ 

答えは簡単で、光回線のみを軸に置いて普及を促進させればい

いのです。 

そうすれば自ずといずれは企業収入も安定する。 

携帯電話が普及したのと同じ理論で攻めれば良い。 

 

そのためにはケーブル会社も光回線にNTTと同程度のレベルで

参入できるように、政府側からサポートしてあげれば良い。 

 

ADSL、ケーブル、光。 

それぞれにメリット・デメリットがあるのは重々承知しています

が、「光一本をまずはライフラインにする！」という意気込みと行

動力が欲しいですね。 

 

ちなみに私の住んでいる地域では、ADSL 回線の工事費用に 3

万円かかると言われました。 

NTT 西日本なのですが、光回線の場合は工事費負担の必要は

ほとんどありません。さらにおまけまで貰える始末。 

NTTもADSLは邪魔な存在でしかないようで、全部負担しろという

姿勢。 

 

普通、買物をする時に、値段が高くてレベルの低い物を好んで選

びますか？そんな要領の悪い人いませんよね？ 

 

それを強制的にやっているのが現在の状況です。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

これはもう質問をする以前に、総務省の方で答えが分っているの

では？と思います。 

NTT が占拠してるから、いつまでも価格が高いまま。 

携帯電話もそうでした。 

ソフトバンクが対等してからは、驚くほど料金が下がりましたよ

ね？ 

明確なモデルケースが既にあるんじゃないですか？ 

そう考えながら会長が反対している姿を見ると、逆に笑えます。 

 

本当はブロードバンド事業も海外の会社が参入してくるぐらいが

理想だと私は考えています。 

政府の思索が足りないから、携帯電話もブロードバンドもガラパ

ゴスになってる。 

 

NTT は事業毎に区切っていくのが妥当だと私は思います。 

特にコストパフォーマンスの高いブロードバンド事業は、政府が



強制的に道を作らないと、あの会長さんは一生手放さないと思い

ますよ。 

 

一人の人間のプライドで多くの人間が迷惑を被る。 

最悪です。 

 

そうは言っても民間企業にいきなり利益のある部門をくれという

のは、難しい。 

 

NTT にてこ入れが出来ない状況なのであれば、公益法人を新し

く打ち立てて市場を開拓すればいいのではないでしょうか？ 

 

NTT は NTT で勝手にしてください。 

でも政府は政府で新しくブロードバンド事業を立ち上げます。 

各社も参入してください。 

みんなで頑張っていきましょう。 

 

NTT はどうしますか？ 

 

こうすれば NTT も無視できないのではないでしょうか。 

政府が利益を上げる事について問題があれば、利益部分を税金

として、最悪、社会保障費に充てるなど、言い訳はどうとでもなり

そうです。 

 

エコ整備もそうですが、どうも政府は新しい商売をするという意識

が薄い。 

 

深く考えようともしていないのでは？ 

一度白紙にして、猛スピードで事業開拓するぐらいの企業精神が

今回の案件には欲しいですね。 

 

税金を上げることも大切ですが、国家企業を新規に作る戦略も、

もっと必要だと思います。 

 

どの角度から見ても NTT が邪魔である事は明らかなので、他企

業の利益を害している時点で、ブロードバンド事業を停止させる

というのも個人的には有りだと考えています。 

そこを政府が補えばいい。 

 

以上、よろしくお願い致します。 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバン

ド基盤の未整備エリア

（約１０％の世帯）に

おける基盤整備の在り

方についてどのように

考えるか。 

超高速ブロードバンド基盤のアクセス部分は従来の銅線ベー

スのアクセス回線に代わるブロードバンド・ユニバーサルア

クセス回線と考えるべきである。したがって未整備エリア（約

１０％の世帯）についても次に述べる方法によりＦＴＴＨを

主体としたブロードバンド・ユニバーサルアクセス回線を整

備すべき、と考える。 

   

 

２．超高速ブロードバン

ドの利用率（約３０％）

を向上させるために

は、低廉な料金で利用

可能となるように、事

業者間の公正競争を一

層活性化することが適

当と考えられるが、Ｎ

ＴＴの組織形態の在り

方も含め、この点につ

いてどのように考える

か。 

 

“利用率が約３０%と低いのは使いたいサービスが無いから”

だ、との“鶏と卵”の議論があるがこれは無益な議論である。

リスクを取って超高速ブロードバンド基盤の整備を先行すれ

ばインターネットの発展に見られるように利用については多

数の起業家などによる衆知が集まる。 

 

問題は超高速ブロードバンド基盤の核であるブロードバン

ド・ユニバーサルアクセス回線を如何に構築すべきか、であ

る。 

現在は歴史的経緯でＲｏＷを保有するＮＴＴか親会社である

電力会社のＲｏＷを使用する電力系通信事業者が圧倒的に有

利な立場にありＮＣＣが新たにＲｏＷを取得してＮＴＴ，電

力系事業者に対して競争力を持ったアクセス回線を構築する

ことは不可能である。ＮＣＣがＮＴＴ，電力会社などのＲｏ

Ｗを使用するための“ガイドライン”が作られているがこれ

は”ＮＣＣにとっては競争会社であるＮＴＴや電力会社のＲ

ｏＷに余裕があれば使わせてもらえる“趣旨のものでＮＴＴ

や電力会社は実効的に“拒否権”持ちＮＣＣが使いた時に使

いたい場所のＲｏＷを適切な対価で使えることを保障するも

のではない。 

即ちＮＴＴ，電力系以外のＮＣＣが経済合理的に超高速ブ

ロードバンド基盤の核であるブロードバンド・ユニバーサル

アクセス回線を構築する方法は現状では存在しない。 

これは総務省が公表しているＦＴＴＨの市場シェアを見れ 

ば明らかである。 

一方アクセス部分が通信事業の重要な要素であることに議

論の余地は無い。  

No.２ 



 

したがって早急にＮＴＴのアクセス回線部分を機能分離して

ＮＣＣがＮＴＴと公正に競争できる環境を整えるべきであ

る。 

さらにはＮＴＴの既存アクセス部分や電力系通信会社など 

の既存アクセス部分を核にした“光の道会社”を設立しＦＴ 

ＴＨを主体としたブロードバンド・ユニバーサルアクセス回

線を整備すべき、と考える。 

 

これは高速道路会社が一元的に高速道路を整備することによ

り高速道路という整備に多額の資金と時間がかかるインフラ

を効率よく作りながらそこを走る自動車は多数の自動車会社

が自由に競争しながら多種多様な自動車を販売することによ

りユーザは自分の好みに合った自動車を選ぶことが出来る、

いう環境と同じである。 

ＮＴＴとＮＣＣは光の道会社が一元的に整備したＦＴＴＨを

主体としたブロードバンド・ユニバーサルアクセス回線を公

平・公正に使ってサービス競争をする環境を整えることこそ

“早く安く安全な”日本の次世代通信インフラを構築する方

法と考える。 

                        以上 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

（１）NGN 光ファイバによる通信を人口カバー率 100%にしようとい

うのであれば、ユニバーサルサービス基金からの充当も不当で

はない。ただし、NTTの都市部のフレッツネクストユーザにも加入

電話同等の負担を求めなくてはならない。NTTは公衆電話等、自

らの商用に供する電話および NGN サービスについても、自らの

出費でユニバーサルサービス費用を払わなくてはならない。 

 

（２）電力会社に電気を通していない電線があれば、NTT ドライカ

ッパーと同じ基準で他事業者に解放。高圧電線塔の頂上部を、

WiMax や LTE 事業者の基地局設置に解放。何１０メートルもある

最も背の高いものを使い、一気に無線高速通信エリアを広げる。

障害物が少ないので、変調方式を一気に 256QAM に上げる。 

 

（３）光、同軸に頼りすぎず、ラストワンマイルは無線のリピーター

を活用。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

（１）電気通信事業で一番の手間と金がかかるのは工事であり、

NTT といえど、光ファイバ設置部門を分離させるのは適切でな

く、むしろ、そのような組織論は、自前で回線を敷設してきた他事

業者の意欲をそぐ。ただし、NTT にはファイバーを廉価で解放す

る義務を継続して課すべき。また NTT納入用ファイバのカルテル

事件にかんがみ、ユニバーサルサービスに供する部材は抜き打

ち調査や罰則強化の対象とする。 

 

（２）いくら競争が激化し価格が下がっても、使わない人は使わな

い。すでに市場は飽和に近づきつつある。状況を打破するには

価格下落よりも、付加価値の高いコンテンツを用意することが有

益。インターネットでは手に入らない特殊コンテンツを、NTT や他

事業者が提供できることとし、通信と放送・出版・ゲーム・行政サ

ービスの融合を進めることが必要。また、インターネット公衆網を

通すことがそぐわないテレビ会議などを促進（病院の医師との会

話など）。 

 

（３）電力会社の電柱、NTT の電話柱の原則廉価解放で、他事業

者が容易に配線を行えるようにすべき。一部外国（ドイツなど）の

ように、柱など使わず、耐久性の高い建物の壁や屋根を伝って

配線を進める方式も許可。高速道路資産の配線目的での廉価解

放。 

No.３ 



（４）トンネル方式での IPv6接続は NTT の都合による費用をプロ

バイダやユーザに押しつけるものであるから、NTT はトンネル式

企業には端末設備費用充当をしなければならない。そうでなけ

れば、ADSL の実質モデム無料という市場価格と勝負できない。 

（５）通信費は既に家計で馬鹿にならない金額に上っており、携帯

電話の料金が高止まりしていることが、高速インターネットにまわ

す金が足りない原因である。よって、いわゆる電波税を下げれ

ば、自動的に高速インターネットに回す金ができる。あまった電

波税はユニバーサルサービス基金に充当。 

 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

NTT 東西の光ファイバーインフラだけでなく、電力系、JR 系、

CATV 系の光ファイバー網を活用できるようにする。その他に無

線の速度アップやセキュリティーアップなどの技術革新。 

 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

現状では NTT 東西が光ファイバー市場を独占してる状態で、

NTT 東西自身も値下げはしないと公言してるので、現状のままで

いくと普及は鈍くなると思いま す。 

 かつてNTTを分割したとき、NTT東、NTT西、NTTコミュと分割

したように、光ファイバー事業を NTT 東西から分割して、別会社

を作ったほうが他事業者が参入しやすくなると思います。 

それと光の道構想には電力系会社が反発してますが、NTT が他

事業者に光ファイバーを貸し出すのが消極的なら、電力会社の

光ファイバー網を他事業者に開放しやすくするという選択肢も加

えたほうがいいと思います。 

 

 

No.４ 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

当該未整備エリアの意見が政策に反映されるべきと考える。

「グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース」の構

成員を見ると、地方の声を代弁しうる地方の首長や地方自治の

専門家が見当たらない。構成員の変更が必要だと思う。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

「民間にできることは民間へ、地方にできることは地方へ」。こ

れは小泉政権時代のスローガンだが、ブロードバンドの整備に

は、今でもこれが成り立つと思われる。超高速ブロードバンドの

整備には、既存インフラ（管路、鉄塔等）や電波におけるホワイト

スペースの有効活用が有効であり、そのためには、各地の情勢

に通じた地方自治体が中心になるのが適当である。国が直接行

う事業は、地方ごとに異なる個別の事情を無視した全国統一的

なものになりやすく、結果として整備コストを上げてしまいがちで

ある。 

 

No.５ 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

未整備ｴﾘｱに在住する住民が真に求めるｻｰﾋﾞｽを提供すべき

であって、総務省等からその形態を指定するものではないと思

う。 

未整備ｴﾘｱの住民の殆どが、地上波ﾃﾞｼﾞﾀﾙTVの受信が出来

ないｴﾘｱに暮らしている人だと思うが、そのような場所に暮らして

いる住民が、果たして超高速ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ基盤を求めていないで

あろうか疑問である。 

実際に、私の田舎は、高知県土佐清水市三崎町であるが、地

上波ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の電波を受けられないため、住民が協力して（一

部補助金）ｹｰﾌﾞﾙ等を設置しているが、維持管理について、不安

が残るし、新たな使用料が必要となっている。（まずは、そこを解

消したらどうか） 

現状においては、DSL（携帯）等によるｲﾝﾀﾈｯﾄ接続で十分に間

に合っており、まずは、超高速ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞを行うことにより、総務

省は国民生活の何を向上させるのか？その趣旨を明確にすべ

きである。 

民主党の公約（マニフェスト）と同様に、将来の方針をシッカリ

見せずに、今を議論しようとする嫌いがあり、あるべき姿をシッカ

リ描いた上で、議論すべき。 

 

２．超高速ブロードバン

ドの利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能とな

るように、事業者間の公

正競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の在

り方も含め、この点につ

いてどのように考えるか。 

 

日本国は、ｽﾓｰﾙ政府を求めてゆくべきであり、総務省が口を

挟むと、結局、行政主導となり、公務員の削減はいつまで経って

も、実現しない。 

もっと、行政改革を推進し、市場経済に任せるべき（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ

は必要だが）であり、総務省が利用料金について、あれこれ言う

べきではないと考える。 

低廉な利用料金で利用可能になるためには、設備構築等に関

る、費用を下げる必要があるが、そのような事が、出来るとはと

ても思えない。地上波ﾃﾞｼﾞﾀﾙ基盤、携帯電話の不干渉ｴﾘｱ解消

にしても、地方に行けばいくほど投資効率が悪くなり、安価な料

金で提供するとなると、政府からの補助金等が必要となり、財政

危機で赤字国債を増発しているような状況においては、その様な

施策をすること自体が、新たな利権体質を生み、自由民主党の

時代と何ら変わらない議論をしているように感じる。 

民間（NTT含む）での利用条件等に政府が干渉すべきとは思

わない。 

 

No.６ 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 福岡県 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速ブロードバンド基盤の未整備エリアには過疎・離島等の

条件不利地域が多く含まれるが、そういった地域こそ ICT を活用

した住民の利便性の向上や地域の活性化が求められており、早

急に光ファイバ網をはじめとする超高速ブロードバンド等の情報

通信基盤整備を進めるべきである。 

しかしながら、条件不利地域では、まとまった加入者が確保で

きない状況であり、民間事業者単独での参入が困難な場合が多

いことから、民間事業者のインセンティブを高める施策を講じると

ともに、整備を推進しようとする地元自治体への積極的な支援策

を創設するべきである。 

また、整備後の安定的な維持・運用を確保するため、ユニバー

サルサービス制度の創設を行うなど、ランニングコストに対する

支援策も講じるべきである。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 

 

No.７ 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

費用対効果を充分に検討し、別の方法での実現も考えるべきで

ある。または、ＴＶ電波の受信が困難な地域でもある場合は、兼

用するための手段となるのかも知れない。また、学校、図書館な

ど教育の不平等が発生しないようには考慮するべきと考える。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

事業者に通信利用の分散が可能な通信料金体系を提供させる。

例えば、２４時間以内にダウンロードできれば良いなら回線の空

いている時に通信を行う指示を出せば通信料が安くなり、反対に

渋滞の時に瞬時に大容量データを通信する場合は高額になるよ

うな料金設定が可能なように。また、２分割から４分割にし、１エ

リア２組織形態をとらせ、且つ、ドコモも分割し、分割したＮＴＴと

合併させ、固定とモバイルの両方を持つ事業者として競争させる

べき。 

 

 

No.８ 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

希望しない全世帯へのブロードバンド一斉整備は過剰投資となり

必要がないのではないか。山間部・離島まで光伝送路を構築す

るのであれば、自治体、学校、医療関連への施設に対するインフ

ラ整備（多種多様なコンテンツ）から充実してはどうか。採算を度

外視したインフラ整備をする前に本当に必要な利活用の促進と

いったことを国民目線でじっくりと議論していくことが必要ではな

いでしょうか。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

１．ＮＴＴの設備構築により全ユニバーサルエリアをインフラ構築

（光化）するにしても、アクセス網を持たない事業者は利益の出る

エリアだけへの回線借入れ利用参入が予測されるため複数の事

業者が競争しても真の公正競争とならない。インフラを持たない

事業者が明らかに有利である。市街地だけでなく山間部にも複

数の事業者も参画するような仕組み（費用負担）を考えてもらい

たい。 

 

２．低廉な料金でブロードバンドの利用率を向上しても、お客様

が必要なサービスが受けられないのであれば、ブロードバンドと

しての役割を成していない。お客様が「なぜ光化とするのか」「光

化でなければ何故いけないのか」を理解できるようしっかり議論

し整理する必要があると思う。 

 

 

No.９ 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 三原テレビ放送株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

10%というのは、条件不利地域と思われるが、そもそも全国に

は条件不利地域が多数存在する。そういう中で、リスクを取り基

盤整備を進めた自治体やケーブルテレビ事業者が地道に地域

の情報化に取り組んできたことに目を向けるべきで、現存する未

整備エリアはＮＴＴに全てを背負わすのではなく、その市町の自

助努力で解決するべきである。未整備エリアの市町は、情報化

は必要ないと判断した地域であり、税金を他の分野に充てている

とおもわれる。今さらの感はあるが、その責任は当該市町が全て

負うべきである。労力と費用と時間をかけたものが、不公平な扱

いを受ける事態は絶対避けるべきであると考える。もしＮＴＴに全

て敷設させるということになれば、全国で先行整備した条件不利

地域のケーブルテレビ施設を国が全て買い取ってからということ

が条件であると考える。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

そもそも国民すべてが、超高速ブロードバンドを望んでいるの

か甚だ疑問である。現在１０Ｍｂｐｓもあれば十分であり、超高速

でなくても満足できる状態にある。何が何でも光でなければだめ

だとする考え方に対し理解に苦しむ。ＨＦＣでも十分に顧客に満

足いただいている。確かに料金が下がれば利用率は若干は高ま

ると思うが、設備投資額を回収するということを考えれば、値下

げする幅があるのだろうか。ＮＴＴを分割して、設備保有会社を作

ろうとされているやに聞いているが、国営化に逆戻りする危惧を

抱かざるを得ない。どこが公平な競争ができていないか明らかに

したうえで、その対策を考えるのが筋だと思う。 

 

No.10 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社高砂本家 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

基盤の整備率は世界一と聞いている。 

未整備エリアの整備の為に１兆円を大きく上回る所要額が必要と

しているが、整備しても使用されないと意味がない。基盤の整備

率が世界一のわりに利用率は世界２０位弱と聞いている。ユー

ザが超高速ブロードバンドを利用するメリットを実感できるような

サービスを充実させ、利用率を向上させることの方が先ではない

か。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

ＮＴＴ東西会社のアクセス部門を分離し、別会社にして光インフラ

整備を推進させるといった一部の事業者の意見に基ずく一方的

な論議が進んでしまっている。グローバル競争をしていかなけれ

ばならない時代に、ＮＴＴをさらに分離、別会社化して、日本国と

して情報通信で世界と戦えるのか心配である。 

光インフラ議論でなく、ユーザーが超高速ブロードバンドを利用

するメリットを実感できるようなサービスを充実させるなど、本質

の論議をして欲しい。 

 

No.11 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

１．基板整備の方法について 

  NTTのこれまでの努力により、光に関する基盤整備は世界１

になってきており、全エリアの９０％になる設備充足率を達成して

いる現状を考えると基盤はほぼ出来上がっていると理解すべき。

今後残されているエリアは不採算エリアということであれば、今

後のブロードバンド整備については一律光方式と考えることもな

く地域特性を考慮したブロードバンドワイヤレスなどの技術の活

用するなどしてインフラを構築していけばよいと思われる。不採

算の程度があまりにも大きく事業者として対応が出来ない部分が

残ると考えられるが、条件を設定して、それを上回る場合は国が

必要な支援策をとるべきであろう。ただ、基盤整備が一番大きな

問題ではなく、日本のICTの国際的な評価が１７位となっているの

は、行政での利用の遅れなど利活用部分での遅れが大きいため

であることを考えると、基盤整備というより、総務省が取り組むべ

きは利活用を進めるために必要となる政策議論を優先させるべ

きではないかと思われる。 

２.ユニバーサルサービスの在り方 

（１） ブロードバンドアクセスはユニバーサルサービスか？  

 アナログ電話の普及についても相当の時間を要し、その結果と

してユニバービスとして認知されるようになった経過を踏まえる

と、現時点で、ブロードバンドアクセスをユニバーサルサービスと

とらえるのは時期早尚ではないだろうか？ 諸外国においても有

線の電話より、携帯電話の数が上回るようになり、かつ従来では

考えられないほどのブロードバンド化が進んできていることを考

えると、このあたりの関係も整理しておく必要があるのではない

か？ 

（２）移行期 

メタルから光への移行については対応技術やユーザ対応、事

業者対応なども含め相当の時間を要すると想定されることと、

NTTの収支状況を悪化させない前提での円滑なメタル設備の更

改計画とすべきことであることを考えると、国が時期を決めるよう

な案件ではないのではないか？光の道をユニバーサルサービス

ととらえた設備先行の発想は、却ってNTTを圧迫することになる

ことが危惧される。他の有線通信事業者が何故、光の整備に力

を入れないのかという点も十分踏まえた議論をすべきと考える。

自社で光の設備を保有せず、自分の案でいけば相当安く光に移

行可能と言っているソフトバンクの孫社長から、この点について

No.12 



どう考えているのかヒヤリングを行う必要があろう。 

光の自社アクセス網を保有せずサービスを提供している、競争

事業者である会社の社長が他者の設備投資についてとやかく言

う立場にはないと一般的には考えられるが？ 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

NTTの在り方について 

一層の公正競争確保の視点からアクセス網の在り方を検討課題

に上げているが、NTTの光アクセス網は民営化移行、設備投資

をしてきたものであり、他者がその組織形態について云々すべき

問題ではないのではないか？ 

光の設備投資については公正競争確保の観点から、他の通信

事業者が光サービスを提供する場合は自社網を義務づけるなど

の法的規制を加える必要があるのではないか？ 

NTTの組織論に国がとやかく言うような国際環境ではなくなって

おり、通信事業者でありながら、自社の光アクセス網に投資せず

安く借りようとだけしている事業者を許していることのほうが公正

競争となっていないのではないか？ 

誰が、株を保有していようと、NTTが自主的に設備を構築し、サ

ービスを開発していく自助努力が大切であって、結果として企業

や国が発展するのではないか？ 

NTTの組織形態ばかりいつまでも再燃させようとしている先見性

のないICT政策論議はやめるべきと考える。 

 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

光化を進めていくこと自体は望ましいと考えるが、光ブロード

バンドの普及促進を図るにおいては、サービスの充実と使い易

い端末・料金での提供が必要であり、ユーザが光ブロードバンド

を利用するメリットを実感出来るようなサービスを充実させること

が優先だと思います。 

その進め方にあたっては、光を望まない国民に対して、強制

的に光化を押し付けることはせず、国民の混乱を招かないよう、

「光化の真の目的は何か」「利用者が本当に光化を求めているの

か」「光ならではの利用方法は何か」等を分かりやすく訴求して欲

しいと思います。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

基盤整備の在り方については、公的支援を受けつつ民間事業

者が競争に参入出来る仕組みを作るなど、地域経済の活性化の

観点から中央で全てを決めるということではなく、地方の実情に

合わせて、地方のことは地方が決めていくという目線が必要だと

考えます。 

ＮＴＴの組織形態については、日本における産業全体の問題

として国際競争力をさらに強化する必要があると考えるところで

あり、ＮＴＴについても国内の競争を活性化するために分離する

のではなく、海外の通信事業へのさらなる対応強化を推し進める

ことを優先に考えるべきだと考えます。 

 

No.13 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 ひろしま信愛不動産株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

インフラ整備については国が大株主の NTT のみに限定すること

なく、各種関係の大企業や中小企業の参画ができるようにする

べきと考える。インフラ整備に係わる企業数が増えれば、本事業

の推進による地方経済の活性化の効果が期待できる。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

インフラ整備率が９０％であるにも関わらず、利用率が３０％とい

うのは、生活に直結した使いやすいサービスが無いからだと考え

る。                         

地方経済が活性化されるような利活用促進策を検討実施し、料

金やサービス内容がユーザーの目線にあった新しい光ブロード

バンドサービスの開発により、利用メリットが実感できることが利

用率の向上に欠かせない。                                                           

 

No.14 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

料金を低廉化することは非常によいことだと思います。ただ、 

通信サービスの料金の契約内容や支払いは、煩雑で、分かりに

くいです。 

低廉化のために、サービス形態や契約形態がこれ以上複雑にな

るのは、よろしくないと思います（高齢の方には、特にそうだと思

います）。 

 

以上です。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

今後益々重要なインフラとなる光網は、電話線のごとき必需品 

となりえるでしょうから、人口が少ない地域においても基盤整 

備を早期に進めることは非常に重要と考えます。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

NTT による寡占的体制は問題であると常々感じております。 

韓国などは国家的に光網整備に努め、既に到来している ICT

社会への態勢を着実に整えつつあります。 

 ひるがえって、日本がこの点で遅れることは、非常にゆゆしきこ

とと思われます。 

 その普及に当たっては、まだまだ月額料金が高すぎる光網整

備を、当面は NTT を筆頭としつつも、他の企業も参入した公平な

競争体制へと移行させていただきたいと願います。 

 

以上です。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

光の道構想について、末端の消費者(利用者)として少し意見を述

べさせていただきます。 

 

まず、NTT とその他事業者（KDDI 社、ソフトバンク社）との差別化

について。 

NTT は地域通信、県間通信、携帯（移動通信）を分離・分割され、

同じNTTグループを利用するユーザにとってワンストップのメリッ

トが全くない状況にある。 

しかしながら、K 社、S 社では、同じ会社での通信網利用では、電

話と携帯間の通話料の割引サービスがなされている。 

強大な NTT が分割された経緯は理解するものの、利用者である

一般ユーザにとっては、差別化され不利益を被っていると言わざ

るを得ないと考える。 

光の道構想も必要な施策であるが、不景気な世の中で、利用者

の利便性の向上に主眼を置いた検討を期待する。 

  

また、光の道構想についても、やはりインターネットの利用回線

の使用料金は高額であり、光の道構想によって、将来、利用者

（消費者）に更なる負担増（たとえば、税率 UP 等）につながるの

ではないか。 

地方、特に郡部では、インターネット環境を求めない利用者（電

話のみで十分）の方が多数を占めていると思われる。 

利用者の意向に沿うような幅広いメニューを用意いただうことを

強く要望する。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速ブロードバンド基盤においては、これまでの固定回線系

におけるブロードバンドのみならず無線技術の発達により

WiMAXや次世代PHS、LTE等による数十Mbps～数百Mbpsレベ

ルのブロードバンド化が可能になり、各通信事業者が各自治体と

連携してブロードバンド整備を実施しているところと認識しており

ます。 

また、その整備方法におきましてもＩＲＵ方式等により積極的にブ

ロードバンドを推進してきた自治体もあります。 

そもそも「超高速ブロードバンド」の定義及び必要性の整理が必

要であると考えており、今後のすべての通信をＩＰネットワーク上

で行うのであれば無線系による対応も可としても良いと考えてお

り、必ずしも｢光｣に限定する必要は無いと考えております。しかし

ながら、今後の多様性も考え光波長多重方式（光伝送インターネ

ット通信用とＴＶ／ＦＭ電波伝送用の重畳）等の必要性もあるので

あれば、『光ケーブル』と限定した話となると思われます。 

今回の総務省からの意見募集におきましては『光の道』を大前

提としたものでありますので、『光ケーブル』前提で意見を述べさ

せていただきます。 

現在、ユニバーサルサービスにおきましてはメタル回線によるも

ので、通信速度も最大 128kbps(ISDN によるもので ADSL 除く)と

現在のインターネット通信におきましてもナローバンドに位置付く

ものと思われます。また、メタル回線では、ADSL 通信においても

DSLAM からの距離及び伝送損失による安定性の問題もあり制

限要素が多い為、今後の情報化社会におきましてインターネット

通信のみならず、地上波デジタル放送の伝送路等も含めまして

光アクセスラインの 100%普及が必要と考えております。 

しかしながら、光アクセスライン 100%を目指す為にはその必要性

の予測・前提条件が必要不可欠であり、単純なインターネット通

信による速度だけでは必ずしも『光の道』が必要とは言えず、今

後どのように各家庭で光伝送路による情報化を進めるかより具

体的な話をしていく必要があると思います。 

その上で、既存のメタル回線の光ケーブルへの巻き取りを含め

たメタル縮退の話も具現化していくと思われます。 

極論で申し上げれば、アクセスラインがメタル回線であっても、

上位ネットワークを NGN 等で構成することも可能で、電話だけの

利用で光回線化を進めるのであれば通信事業者の立場で考え

た場合、採算性の懸念もあると思われます。また、メタル回線を
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光ケーブルへ巻き取るにあたり、レガシー系サービスを生かした

状態で光アクセスラインへ巻き取ることを考えるとメディアコンバ

ータ等光/メタル変換装置等が必要となり、これらの負担をどこで

負担するのかも問題になると想定されます。 

総務省として 100%『光の道』を目指すのであれば、レガシー系

サービスを光アクセスラインへ巻き取る場合の費用負担、もしく

はＮＧＮ等次世代通信網サービスへの移行補助をどのようにして

いくのかを取り決めていかなければ、具体的な話へ進まない懸

念があります。 

これまで NTT 東日本・西日本、電力系通信各社は自前で光アク

セスラインを整備してきました。採算性が合わず通信事業者が光

アクセスラインを展開出来なかった地域におきましてはＩＲＵ等に

よる行政との連携により整備を進めてきており、今後の未整備エ

リアへの光化につきましては、最大限各行政へのＩＲＵ推進が望

ましいと考えております。総務省は補助必要有無判定基準・補助

算定基準の明確化を実施し、100%光化を目指した指針を出して

頂きたいと存じます。 

 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

超高速ブロードバンド向上を考える中で、そもそも本当に超高

速ブロードバンドを必要としている需要予測及び需要アップ施策

が必要と考えております。電話だけ利用したい傾向が強いエリア

に各家庭に光アクセスラインを敷設しても不採算となる可能性が

高いと考えられ、そのようなエリアでは携帯電話事業者による電

話・超高速無線通信の提供が向いていると考えられます。 

仮に、光アクセスラインが NTT 東日本・西日本から切り離された

第三の事業者で運営となったとしても、光アクセスラインを集約し

たNTTビル等に各通信事業者が伝送装置及び中継伝送ネットワ

ークを構築しなければ、長高速ネットワークサービスの展開は望

めません。NTT 東日本・西日本におきましても、ダークファイバー

の貸出料金におきましても公平な料金としており、第三の事業者

が運営した場合に、真に光アクセスラインが今以上に廉価に貸

出可能となるか検証する必要があると考えております。また、廉

価に貸出可能となった場合でも、NTT 東日本・西日本以外の通

信キャリアが上記に述べる伝送設備を構築して頂けるのか検証

する必要があります。 

 また、レガシー系サービスにおきましても他事業者のメタル回

線の故障修理も NTT 東日本・西日本が修理を実施しており、光

アクセスラインにおきましても同様のことが言えます。公正競争

の観点からもこれまで NTT 東日本・西日本は平等に扱っており、

これらが第三の事業者で運営した場合に真に今以上に良くなる

のか疑問であります。 

NTT 東日本・西日本の組織のあり方においては、東西に跨る

お客様の立場になると、東西統一した会社となるべきと考えてお

ります。また、光アクセスラインを NTT 東日本・西日本から切り離

すのであれば、メタル回線におきましても切り離す必要があると



考えており、その際に真に現在より良くなるのかあらゆる観点か

ら検証を総務省は実施すべきと考えております。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

国が補助金を出し自治体が IRU 方式で、委託を受けた民間企業

が運営。 

通信事業者、放送事業者（NTT 東西、KDDI、電力系通信事業

者、CATV 事業者）に開放し通信と放送を提供。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

アクセス回線が高い。 

メタル回線月額利用料同額までの引下げを希望。 

フレッツ光の戸建住宅のアクセス回線費月額利用料 5,670円から

2,000 円～1,400円へ値下げ。 

世界に誇るＷＤＭ/多重方式（3波、4波、5波）を採用し、情報・映

像提供者への門戸解放。 

NTT 東西の光終端装置（V-ONU）の映像運用は NTT 独自の FM

一括変換方式を採用、CATV 事業者との互換性はない。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

その他90％同様、整備するべき。 

100％となれば、そこに公共サービスを不公平なく提供可能とな

り、「各家庭、出向く先に十分な帯域を持つインフラがあること」を

前提に、市民はライフスタイルを設計できる。そこには新たなニ

ーズが生まれ、企業はリソースを投下し、コンテンツ市場が大きく

躍進。国家レベルでの生産性向上を促進することにつながる。 

また日本は国土が小さい。小さいからこそ、少ない資金で光の道

を整備できる。これは、アメリカや中国などの大国との大きな差

別化にも繋がり、日本が世界のITC産業をリードする大きな要因

となる。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

３０％の利用率向上には、下記３点が重要。 

 

[光回線の利用率向上に必要な要素] 

①回線価格の低価格化 

②高速回線を必要とするリッチコンテンツの整備 

③市民のITリテラシー向上 

 

[上記実現に効果的な施策] 

①はNTT構造分離※１による、公正競争環境の整備（SBM孫氏

提唱） 

②は光の道100％ 

③は①②を背景とする、教育・医療・公共サービス提供による「利

用の促す機会の提供」が、改善に対して大きな影響力を持つと思

う。 

 

※１について 

インフラは言いかえれば国家の根幹。その部分を完全に民営化

することは様々なリスクをはらむ。なので、NTT のインフラ提供部

分を切り出し別会社として独立させ、国か責任を持ち運営。公平

な価格、サービスでその他インフラ企業や CATV に解放し、環境

を整える。そしてNTTのサービス提供部分を完全民営化し、その

他企業と同条件で競争させれば、公正競争は活性化すると思わ

れる。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

すべての世帯で、超高速ブロードバンドサービスの利用を実

現する必要があるのか？疑問である。地域で、すべてのお客様

が本当に光化を望んでいるのか？今でもインフラ整備はかなり

進んでおり、性急に普及率１００％を目指しても意味がないので

はないか？採算の合わない地域まで無理に光化して、そのつけ

を後世に残すだけにならないか?もっとインフラの利活用の検討

（利活用促進策）を国民目線でじっくり議論していくことが大切と

考える。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 今までのＮＴＴの組織は、電話が前提として成り立ってきてお

り、これからのＩＰ・ブロードバンド時代に相応しい国際競争力を高

めることのできる組織形態への議論が重要と考える。現在、電話

がユニバーサルサービスとなっているが、ブロードバンドはどう

するのか？しっかりとした議論が必要と考えられる。アクセス網

の光化はＮＴＴが民営化後、経営努力により、取組んできたもの

であり、単純にアクセス網の整備をＮＴＴに押し付けそれを他事業

者が使わせろと言うのもおかしい？１項と同様に国民目線でじっ

くり議論していくことが大切と考える。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社全関西ケーブルテレビジョン 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

・弊社は地上デジタル化に伴う難視聴地域解消のため、公設民

営方式で地方自治体とＩＲＵ契約を結びケーブルテレビの運営を

行っている。事業エリアは、中山間地の過疎地が大半を占め、

採算性がまったく見込めない地域だ。ＩＲＵ契約によって初期投

資の負担がないが、加入者のケーブルテレビ利用料だけで、ＩＲ

Ｕ利用料や回線と設備の保守管理費、運営経費などをまかなう

のは極めて厳しく、ぎりぎりで維持しているのが実情だ。今回、

「残り 10％」の整備について「民間事業者のインセンティブを高

めるような利活用の推進と合わせた新たな公的支援を検討」と

あり、歓迎したい。 

・自治体が公設民営方式で基盤整備を行う際、国の補助金は欠

かせない。しかし、現行の国の補助金は、「需要数」に左右さ

れ、しかも補助金は事業費の３～５割に止まり、残りは自治体も

しくは地元住民の負担となる。こうした制約がある限り、運営コ

ストが圧迫され、民間事業者の自発的参入は困難だ。初期費用

だけでなく、運営の負担も軽くなるように恒久的な支援策を打ち

出して欲しい。また、こうした地域の利用率アップをはかるに

は、高齢者の安否確認や医療サービス、買物サービスなど新た

なサービスを進める事業者への支援が必要だ。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

・関西では電力系、ＮＴＴ、ＣＡＴＶ事業者が価格競争を繰り広げ

ている。近畿総合通信局の調べでは、ＦＴＴＨのアクセスサービ

スの加入者数がわずかこの２年間で、27.9％から 39.3％に 11.4

ポイントも上昇している。すでに近畿圏では競争環境が整って

いるといえる。引き続きこの公正な競争が担保されるような体制

の確保が重要だ。現時点で、ＮＴＴの組織形態を論議する必要

はないと考える。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 池田町商工会 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

未整備エリアがありますが、日本全国すみずみまで基盤整備

される事を要望します。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 現状維持でお願いします。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

・特段の意見はありませんが、超高速ブロードバンドの普及に 

向けては、まず利用するサービスを充実(利便性の向上) させな

がら、ユーザの意向に沿ってより拡大していくべきである。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

・超高速ブロードバンドが低廉な料金で利用できるのは良いが、

後になって国民に負担させられることは反対である。 

 

・ユーザの意向に関わらず、強制的に光に加入させられることは

電話だけで良いと考えているユーザに対して、工事の立会いや

費用負担が強制的に課せられることは問題である。 

 

・また、私は電話も携帯電話もＮＴＴを利用しているが、インターネ

ットを利用したいためＮＴＴに聞いたところ「ＮＴＴは契約会社や窓

口は別になり、一括した契約はできない」といわれた。  ＫＤＤＩを

利用している友人は電話・インターネット、携帯電話は一括契約

できたと聞き、ＮＴＴができないのは非常に不公平と考える。 

光の道も良いが、身近なところで、ユーザの利便性を向上させる

ことのほうが重要だと考える。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

日本はすでに超高齢者社会、全世帯に光をベースとしたブロバ

ンドサービスがなぜ必要なのですか。 

 

日本では全ての世帯で電話が使えるよう回線が引かれていま

す。これらの回線はどうするのですか。 

 

仮にこれらは廃止撤去するとなると現状の固定電話で十分な

人々(特に高齢者)はどうなるのですか。どのような負担を強いる

のですか。 

日本の高齢者は金持ちだとテレビなどで政治家皆さん発言してい

ますね。自分で自分のことができなくなったとき誰が見てくれるの

ですか。国にはまったく期待できません。 

 

光の未整備エリアはどのような地区ですか。当然の事として特に

超高齢化が著しい限界集落などは入っているでしょうね。 

モバイル商品が日々進化しているのに、これらの地域は無線で

対処する技術はあるのでは・・・・ 

 

不採算エリアには公的支援を考えているようですが、年々増加す

る医療費・不透明な公的年金・九百兆にもなる国の借金、 

また、消費税をはじめとした増税が避けられない現状をどう考え

ているのですか。 

 

何かを裏で儲け話を画策している人物とその仲間の気配を感じま

す。 

 

なお、本件の意見提出にもホームページから直接メールできませ

んね。ワードをダウンロードしたうえで指定のアドレスへ送る。こ

んなやり方をしている総務省が全世帯に光・・・・・・考えられませ

ん。それともなるべく意見が出しにくいようにした作戦ですか? @

マークにわざわざ変えさせるなど・・・・・・ 
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２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

国民がインターネットにアクセスする環境としては、もっとも重要

なことは「常時接続」を可能とすることだと考えます。アクセス

速度については、「超高速」に拘る必然性は無いと考えます。

ＡＤＳＬ等メタル媒体や無線媒体であっても個人が常時接続環

境を確保する手段としては必要十分なものと考えます。 

基盤整備の主眼はインターネットアクセスとすべきであり、現在

の「固定電話」に代表される、ユニバーサルな「電話」サービス

の整備は対象にすべきではないと考えます。「電話」サービス

自体には「超高速」は不要で、「常時接続」も必要が無いサービ

スですので、ブロードバンド基盤整備とは無関係なサービスで

すし、すでに現時点で全国くまなくユニバーサルなサービスと

して整備、提供されているものなので、今後のブロードバンド

基盤整備の対象サービスとして議論することはふさわしくなく、

「ブロードバンド基盤」と「ユニバーサル電話サービス」は分離

して整備すべきと考えます。 

現在集合住宅に住んでいますが、集合住宅の住民にとって「光

の道」が個宅に制限無く整備されるとは考え難く、集合住宅の

共有部により何らかの制限がかかることは避けられないと想

定されます。現在利用可能となっている「高速」なインターネッ

トアクセス環境とユニバーサルな「固定電話」サービスがあれ

ば、今以上の整備を強制することは過剰と考えます。 

ユニバーサルな電話サービスに加えて、ユニバーサルな高速イ

ンターネットアクセス環境を整備することは有効と考えますが、

「超高速」に拘る必要はないと考えますので、所謂「光の道」と

呼ばれるような光ファイバを全国・全世帯にくまなく経済性を度

外視してまで整備する必要は無いと考えます。 

また、高速／超高速なブロードバンド環境が設備されたとしても、

それが現在のユニバーサルなメタルを利用した「固定電話」の

撤廃要件と整理されることには不安を感じます。自宅が停電し

ても使用可能な現在の固定電話は安心感が高く、停電で使え

なくなる各種のＩＰ電話が代替可能とは感じていません。「固定

電話」も基盤として整備を継続いただきたいと考えます。 
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２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

国民として必要な場合に超高速ブロードバンドを利用することは

あると思いますが、利用率向上を目的とした取り組みには疑問

を感じます。料金の低廉化以前に利用したいというニーズがな

いのに利用率を向上させる必要は無いと考えます。 

国民はブロードバンドのアクセスサービスの事業者と所謂コンテ

ンツサービス又はプロバイダ事業者はそれぞれ別個に選択で

きることが望ましいと考えますので、所謂アクセスとサービスを

分離し、それぞれの領域で事業者間の公正競争を一層活性化

することは適切だと考えます。 

現状は、ブロードバンドアクセス自体がユニバーサルに位置づけ

られていないため、事業者毎の経済性等による判断により、提

供されているものに過ぎず、またアクセスサービスのオプション

として例えばＩＰ電話サービスが付加されていたりするという状

況と認識しています。 

ユニバーサルなブロードバンドアクセスを整備する場合には、そ

の実施事業者はユニバーサル基金等で保護される代わりに、

全てのサービスオプションを分離し、かつ加入者が要望する全

てのプロバイダ、サービス事業者に公平に接続する必要があ

ると考えますが、現時点ではブロードバンドアクセス事業者を

保護する基金等が整備されていないので、アクセス事業者同

士が公正競争をするためにいくつかのオプションサービスを追

加している状況と認識します。 

メタルの固定電話時代と違って、ＮＴＴに限らず、ＣＡＴＶ系、電力

系等複数のブロードバンドアクセスサービスの提供者が存在

する状況にあるため、ＮＴＴの組織形態のみに着目するのは公

正ではなく、ブロードバンドアクセス提供事業者の公正競争要

件、ブロードバンドサービス提供事業者の公正競争要件を各々

定めるべきと考えます。また、同一事業者がアクセスとサービ

スの２つを同時に提供することも適切に会計分離されていれば

認めるべきだと考えます。 

これまで政策上ユニバーサル化されていなかったブロードバンド

アクセスをユニバーサル化する場合に、すでに複数事業者に

よりアクセス整備されてしまった地域において、複数の事業者

をユニバーサル事業者と認定するか、１事業者を認定するか

にもよりますが、認定されなかった事業者の既設アクセスイン

フラについて、如何なる対価をもって補償するのかといった課

題が発生すると考えられますが、これについても、ＮＴＴであ

れ、他アクセス事業者であれ、対等に取り扱われるような仕組

みが必要だと考えます。 

国民として安心できるブロードバンドアクセスを提供いただくため

には、アクセスサービスの提供事業者に対して不適切に低廉

な料金でサービス事業者に対する提供を求めることは適切と

は考えられず、サービス事業者はサービス事業者間で公正競

争を、アクセス事業者はアクセス事業者間で公正競争できる環

境が必要だと考えます。 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

私は、愛知県三河地域をサービスエリアとする建設業に従事

する会社員であり、ＮＴＴ株を数株保有するＮＴＴ個人株主でもあ

ります。 

 「光の道」構想については、日本の将来に関わることから大い

に関心を持っているところでありますが、今何故超高速ブロード

バンド基盤整備率を100％にすることが必要なのでしょうか。それ

に見合うサービスが十分整備されているとは思われません。 

未整備エリア 10％は、山間過疎地域が主体であり、通信事業

者が整備実施するには、コストパフォーマンスが悪く、収支バラン

スが取れないため、民間事業者による整備には無理があると思

われます。したがって、今整備するとなれば、政府主導によるＩＲ

Ｕ方式での整備が妥当と思われます。広大な三河地域において

も、地域住民のために北設楽郡ではＩＲＵ方式による光ケーブル

での情報通信施設整備が行われましたし、今後もＩＲＵ方式は有

効な手段と思われます。 

ただし、税金の投入には、その論拠を明確にする必要がありま

す。地域住民の利便性を重視し、国民に理解されるサービスの

提供などが求められます。現在ＩＣＴの利活用状況を見ますと、韓

国、欧米に比べて遅れの目立つ分野、特に、教育（文科省）、医

療（厚労省）、行政（総務省）において早急に制度改革を行い、利

活用のアップ、生活向上、利便性アップを図ることが求められま

す。そのためには、総務省のみならず、他省庁も関与した横通し

の国益を考えた議論が必須と考えます。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 

 

超高速ブロードバンドの利用率向上には、料金の低廉化も大

事ですが、日本の高速通信料金は現在でも世界一安価に提供さ

れていることを考えれば、むしろソフト面の充実、特にコンテンツ

の充実、サービスメニューの多様化にまず努めることが望ましい

と考えます。 

超高速ブロードバンド基盤設備が 90％まで整備されたことに

対しては、通信事業者の努力に敬意を表するものですが、特に

世界に先駆け積極的に光ケーブルを張り巡らしてきたＮＴＴの貢

献が大きかったものと思われます。 

今、ＮＴＴの組織形態の在り方も含め、アクセス設備の分離方

式も議論されていますが、サービス競争が設備インフラと一体と

なって行われることを考えれば、アクセス分離に関しては、ＮＴＴ

にとってはマイナス面が多く、ＮＴＴ株主としては、反対せざるを得

ません。また、都市部や人口密度の高いエリアにおいては、設備
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インフラは余り気味であり、「日本のインフラ設備は不十分」という

意見もありますが、それは山間僻地など人口過疎地での議論と

思われます。 

アクセス設備の分離を行えば、今後待っているのは、都市部

では膨大な不良設備の保全であり、過疎地では投資回収が困難

な設備の増設となり、設備分離会社の採算性は低いものと考え

られます。また、資本回収率が悪くなるため、新たな投資は行わ

れず、設備の不良資産化が増進し、将来的には通信の信頼性ま

で脅かされかねないものと考えられます。 

 情報通信のインフラ設備は、今回議論されている総務省傘下

のＮＴＴ設備についてのみ言及されていますが、通信インフラ設

備は、通信事業者の他に電力料金を活用し低廉な料金でサービ

スを提供している通産省管轄の電力系通信インフラ、電線共同

溝などの国土交通省管轄の道路系通信インフラなどがあり、アク

セス設備の分離議論には、国家的な見地から総務省単独ではな

く、他省庁を含めた議論を行うべきと考えます。 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速ブロードバンド設備基盤未整備の１０％エリアは国土面

積でみれば約５０％を占めることから、投資効率は極めて低いこ

とになる。この地域の光設備構築を進める方式として IRU は優れ

た方式と考える。しかし、光通信設備は作るだけでなく、設備保

守及び運用も重要であり一定のサービス水準が保たれる必要性

がある。「光の道」構想にある新たなアクセス系設備会社を設け

る考えは、上記の条件を考えると、準備やサービス定着までに期

間を要するため得策ではないこと、これまで事業者間競争を促進

してきた経緯を否定ること、及び、新たな独占会社を作ることにも

なり、現在の通信事業者を対象とした設備構築コンペにより、最

もふさわしい提案を採用すべきと考える。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

超高速ブロードバンドを低廉で利用できるようにすることには

賛成である。料金をメタル並みにする目標も否定はしませんが、

光とメタルを同じ回線レベルで料金比較することが問題と考えま

す。光ファイバーとメタルの構造の違いや、通信設備として利用

できるようにするまでの技術的な問題を根本から議論していな

い。また、光設備構築技術がメタルに比べ複雑であり、メタルの

ように簡単ではないことにある。この技術開発は日本が光通信

技術の世界標準を確保する上で最重要と考える。また、これは通

信事業者間の競争条件でもあると考える。現在のブロードバンド

事業者の中には通信設備を持たない事業者もあり、通信設備の

借用コストが高いのでブロードバンドサービスが普及しないよう

な発言もあるが、固定コストをより低廉化していくことについては

異論はないが、通信設備を構築し、これを維持していく通信事業

者にとっては前記の課題は避けてとおれない。この課題は NTT

の組織形態を分割再編ではなく東西統合し、光技術の世界標準

及び料金低廉化に寄与させるべきである。設備利用事業者の事

業効率や一部の有識者の意見に耳を傾けるのみではなく、国家

としての戦略を考慮すべきである。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

今の社会情勢で通信事業がいかに大切かということはだれでも

感じていることと思います。 

民間の会社で国からの介入なしにした方がいいと言う意見もあ

りますが、私はまず国が中心になって進めて行くべきだと思いま

す。 

NTT ドコモは今もって年老いた父の住む地域には携帯電話の

電波が入りません。 

それに比べて国が進めているケーブルテレビは、私たちの住ん

でいる町よりも早く普及し、老後の楽しみであるテレビを身体を

休めるのと同時に憩いの時間としてゆったりと過ごしています。

これが、民間ならば、まず街から始めて、効率の悪い山間地域

などは最後になることでしょう。 

国が率先して始め、民間がそれに参加して価格競争を行い、よ

りよいサービスを行うことで国の価格も下げざるを得なくなると

思います。 

そうすることで、一般国民には安く快適なものを手に入れること

が出来ると思います。 

 

田舎に年老いた両親を残し街で働いている息子や娘にとって、

やはり両親の健康と安全は常に心の片隅から離れない問題と

思います。 

光通信を網羅し、発展させることによりその不安や心配を少しで

も少なくしてくれたらいいと思います。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

諸島部への超高速ブロードバンド整備は、光ファイバーのみ 

ならず無線技術との MIX を希望する。 

特に本土部と諸島部への回線は、無線技術の方がユニバー 

サルサービスの観点から好ましいと考えている。 

メタル線を中心とした電話回線に対しては、維持費の観点か 

ら光ファイバーへの置き換えが急務。併せて、ADSL 及び光ファ

イバー双方の開通が断られているユーザへの救済策も必要と

考えている。 

採算の取り難い地域こそ、無線技術を活かす必要があると 

考えている。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

基本は、ソフトバンクの孫氏の言う NTT の分割におけるアク

セスサービス会社方式が好ましいと考えている。 

この企業は NTT だけでなく全ての通信事業者共同で立ち上

げる方式での運営が好ましい。 

NTT のこれまでの既存設備も平等に使える環境も必要。併せ

て、NTT 法や KDD 法による規制緩和も同時並行に進め、NTT

グループでの共同開発や共同販売の促進が行い易い環境作り

を希望する。但し、国として今後も市場競争を促す為、独占に対

しての規制も必要と考えている。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

反対もしくは慎重に進めるべきである。 

 

 まず、客観的に、現在の光アクセス網の普及率はとびぬけて

世界 1だと思います。これは、政府をはじめ、キャリア、ベンダの

方々のご努力と思い、高く評価いします。いわば、世界最先端

のインフラが、十分に安く自由に使える環境ができました。時間

はかかりますが、今後は、これらインフラを使って、どれだけ世

界に先行できるサービスやビジネスモデルをつくり、グローバル

に展開できるかかと思います。 

 整備率を上げて１００％にすることを単純に否定する人はいな

いと思うが、どうも高速道路の整備計画を髣髴してしまいます。 

そりゃ、田舎まで高速道路が張り巡らされたら、便利で地方格差

も減り。。とかんがえますが、実際は、ほとんど利用数のすくな

い高速道路を税金を投入して整備してしまいました。 いまで

は、その維持管理にまで税金を投入して社会の重荷にもなって

いる物もあります。 もともとインフラは、お金がかかり、その上

でのサービスによって経済効果が生まれます。つまり、道路を

作ることより、それをつかった産業の発展が重要です。安易に

やったとしても、利用率の向上する理由が見当たりません。むし

ろヘビーユーザや必要性の高いユーザにはすでに普及してい

て、今からはアプリケーション、つまり利用のフェーズかとおもい

ます。 やらなくてもいいというのではなく 優先順位は利用率の

向上やサービスやビジネスの競争力の向上です。 それから、

ユニバーサルサービスと考える部分には、たぶんそれまでには

かなり減っていますが１０％以下に関しては、国レベルでの普及

を考えるべきです。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

２に関して、 

利用率向上は賛成。やり方は、料金の低廉化ではなく、サー

ビスの創生に対する投資 

 

利用料金の低廉化に反対する人はいないでしょう。でも、すで

に世界でビット当たりもっとも安いサービスを提供している日本

で、明らかにミスデイレクションする誘導型の質問に思います。

しかし、利用率向上の積極的施策をすべきには賛成です。いま

や、インターネットの主戦場は、サービスやビジネスです。世界

で一番発達したインフラを持つ日本から、アマゾンや Google に

匹敵するアプリケーションの技術を持つ企業がどんどん誕生す
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ることが最優先事項です。利用率向上は、９０％の普及率にお

いても利用はわずか３０％。誰が考えても９０％を１００％にあげ

れば 利用率が大幅に改善されるとは思いません。行政、医

療、教育のブロードバンドネットワーク利用促進に他の官庁と連

携して大きく投資すべきです。 

 いまは、グローバル企業同士の国を挙げての競争状態です。

新幹線の売り込みでは日本政府も真剣にサポートしています

が、通信ビジネスも、システム化しており、より大規模で総合力

がある必要があります。それは開放をしないのではなく、アプリ

からインフラさらにはオペレーションのノウハウまでもった巨大

企業を日本が作れるかという命題です。 

 

NTT 体制に関してですが、見直し反対 

 

反対の理由は、国際競争と株主に対するアンフェアです。 

常に国際競争にさらされる通信業界は、競争が有利なように誘

導すべきです。NTT 株の株主としては株式会社の NTT の経営

に株主として以上の政策的な誘導はほかの株主に対してアンフ

ェアです。株主は株主の利益を最優先にするべきであり、すで

に十分な競争環境にあります。株主の利益を作為的に失いか

ねず、株式をわれわれに買わせておいて、それから利益を失い

かねない施策を行うのはどう考えてもアンフェアで、現代中国政

府の施策よりも悪いと考えざるおえません。繰り返しですが、む

しろ総合力をシステムとして海外展開させることが最優先項目

になっており日本の発展のためにも多くの国民がそれを望んで

います。  

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 広島トヨタ自動車株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

情報通信業界には大企業もあれば中小企業もある。これらが

相互連携してこそ地場産業が活性化すると思う。「光の道」の推

進に当たっては、地場産業の担い手である中小企業も市場に参

画できるようにしていただきたい。 

地場産業の活性化を図る事が地域主権の実現にもつながる

のではないかと思います。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

インフラ整備率が９０％も進んでいるのにも拘らず、サービス

利用率が３０％と言うのは、生活に直結した使いやすいサービ

スが無いからだと考える。地方経済が活性化されるような利活

用促進策を検討し実施して欲しい。政策実現により、光ブロード

バンドサービスを利用するメリットを実感させて欲しい。生活感

覚に変化が起こるとか便利性の向上とかが著しく感じられる事

が大切である。 

インフラ整備を国が株主であるＮＴＴのみに限定するのではな

く、各種関係企業が参画できるようにすべきであり、その事が景

気回復策にもつながる。 

サービスの充実とか新サービスの開発等は、あくまでユーザ

ーの意向が主体であり、国民目線にあった、国民が望み納得の

あるものにすべきである。 

ＮＴＴの組織形態の在り方、アクセス網の在り方、などは有識

者による検討会議などを立ち上げ検討しては如何でしょうか？ 

光ブロードバンドそのものを理解している国民はまだまだ少数

でもっと分かりやすい広報活動が必要と思います。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

利用率の向上は廉価な料金と魅力有るコンテンツの創出に

あると思われるので、事業者間の公正競争を活性化するのは

賛成である。しかしながら、上記の実現にあたって、NTT の組織

形態がどのようなに関わるのか良く解らない。私には、先日新

聞等に載っていたソフトバンクの「SIMロック解除拒否」が公 

正競争の妨げになるのではないかと思う。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

未整備エリアは、広大で整備に関わる投資には、相当の費用を

要します。こうした不採算エリアへの投資を株主に対して利益責

任を負う企業体に強いるのは問題だと考えます。 

税金を投入して国又は地方自治体が整備する案もありますが、

大切な国の税金を投入してまでも、今の厳しい国家財政の中で

早期に実施しなければならないのでしょうか。疑問です。 

超高速プロードバンドの未整備の解消は時間をかけて実施して

いくべきだと考えます。 

10％エリアは、過疎地であり高齢者も多く、光を引いてもどこま

で活用できるかも疑問です。光以外、無線・ＤＳＬ・ＣＡＴＶもあり、

どういうサービスを住民が求めているかをマーケティングし、地

域ごとにプロードバンドの整備の対処策を講じていけば解決で

きると考えます。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

ＮＴＴの株主としてＮＴＴの資産価値が低下し、株価が下がる政

策を国の力で実行することは反対です。NTT の組織形態は、民

営化以降、光事業をここまで成長させてきた NTT の経営陣の考

えを最大限尊重すべきだと思います。 

料金の低廉化は、ブロードバンドを利用する人を増やすことであ

り、設備投資額の回収を無視した事業者間の競争で促すもので

はないと考えます。 

そのためには、国・自治体が規制緩和を徹底的に推進し、ネット

上で容易に扱える範囲を大幅に拡大することです。利用者が増

えれば必然的に低廉な料金になっていくと考えます。市場の原

理です。 

NTT のアクセス網を分離したら進むものではありません。事業

者は既に熾烈な競争をしてきており、懸命に頑張ってきた多くの

人達の努力を尊重していただきたいと思います。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

①未整備エリア（約１０％の世帯）への設備構築には、現整備済

エリアの世帯当たりの構築費用を大幅に上回ることが予想さ

れ、企業単独での整備では一律的なサービスレベルの維持が

困難、②都市部を主体とした現整備エリアの超高速ブロードバ

ンド利用率がまだ約３０％であり、整備のみ１００％優先よりもサ

ービスを含めた利用率アップをまず図るべき、③低廉な設備構

築に向けたさらなる技術開発が必要、を勘案し国主導によるＩＲ

Ｕに基づく段階的な構築を進めるべきと考える。 

また、構築だけＩＲＵでなく、将来の保守・運用を含めたＩＲＵスキ

ームの整備も必要と考える。 

 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

低廉な料金は利用率向上の１施策となると思う。ただし、公正競

争のさらなる活性化による料金低廉化が、設備保有事業者を不

利にするような条件での２種事業者への設備貸出ルールとする

ことは避けるべきである。今後、超高速ブロードバンドは、現行

のＰＯＴＳにとって代わり、ますます利用内容が高度化し、求め

られるサービス品質はさらに厳しいものになってくることから、保

守・運用は今以上に重要となり設備保有事業者の事業健全性

が大きな要因となると思う。 

超高速ブロードバンドを提供できるインフラは重要な役割を持つ

位置づけとなることから、保守・運用を全国一律に担保できるノ

ウハウと実績がある事業者かつ国益に貢献できる安定した事

業者が設備保有すべきと考える。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速 BB 未整備ｴﾘｱは、都市部を除く地方・山村・離島が大

半であり、高齢化率の高い地域である。NTTを除く通信会社は、 

収益性が低く、採算の合わない場所には、光ｹｰﾌﾞﾙ等ｲﾝﾌﾗ設備 

の投資を行わず大部分のｴﾘｱにおいて、NTT から光ｹｰﾌﾞﾙを 

借りてｻｰﾋﾞｽを行っている。 

たとえNTTから分離した光会社が運営してもNTTを除く通信

各社は、採算性を最重視するため、未整備ｴﾘｱの拡大に繋がら

ないと思われる。 

ICT ﾀｽｸﾎｰｽ作業ﾁｰﾑが示している案の「NTT からの完全分

社化」は、NTT が中・長期設備計画で光関係設備に先行投資し

てきたこともあり、｢固定電話ｻｰﾋﾟｽから IP 系ｻｰﾋﾞｽ｣にｼﾌﾄする

「経営方針・営業収益・技術開発および NTT 資本」のあり方が、

根底から崩壊する。 

 この事は、NTT を解体し、ぜい弱な通信会社に衰退してしまう 

ことである。技術的にも優れたｾﾞﾈﾗﾙｶﾝﾊﾟﾆｰの NTT が、手足を 

もぎ取られた小会社になれば、国際的にも信頼がなくなり、貿易 

面や開発途上国の ODA 事業が縮小するなど大きな影響がで 

る。一方、NTTを支えてきた株主が黙っていないで訴訟を起こす 

だろう。 また、NTT とｸﾞﾙｰﾌﾟ会社十数万人の社員生活・

NTT-OB の年金生活者が、路頭に迷うこととなるので、その救

済対策や補償問題に政府として取り組まなければならない。 

以上のことから、資本を含めた完全分離は、社会に対する影

響が計り知れないので、対象外にすべきであり、NTT の機能分

離、NTT ｸﾞﾙｰﾌﾟ内分社化について議論を進めていただきたい。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

利用率の向上については、行政・公共・福祉・医療・教育・交通

の各機関に光ｹｰﾌﾞﾙを敷設し、国民が広く利用できるｼｽﾃﾑを作

ることである。 

地方・山村・離島地域への光設備工事費用は、通信会社任せ

にせず、国が予算を付けて補助すること。 

更に、利用率向上施策として、国民が IP ｻｰﾋﾞｽを広く利用して

くれるｺﾝﾃﾝﾂを充実させることが必要である。 

また、学校教育においても義務教育の中で「光の道構想」の

教育を進め、子供のころから意識の醸成を図ることが重要であ

る。 

NTT 組織形態のあり方は、１項で述べたとおりであり、その中で

低廉な料金および業者間の公正競争について議論していただき

たい。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

・市民生活を豊かにし、地域経済発展という観点からは、超高

速ブロードバンドの整備は必要不可欠であり、整備エリアを拡

大していくことについては、異論のないところである。 

 

・しかしながら、未整備エリアは、民間事業者だけでリスクの負

えない地域がほとんどであり、これまでのＩＲＵ方式での設備設

置における自治体支援など、国や地方自治体が必要に応じて

支援をしていくことが必要である。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

・「光の道」整備のためには、行政・産業・教育・医療など様々な

分野での利活用促進が有効と考えるが、そのためには、利活

用を阻む様々な規制を緩和することが必要であり、各省庁横

断的な国家施策として早期に検討を進めることを要望する。 

 

・同時に普及率向上のためには、多様な利活用策の提案によ

る需要喚起が重要である。一方で、電話だけで良いと考えてい

る住民も居る。従って、ＮＴＴの組織形態の在り方議論よりも、

こうした実情を踏まえて利用者が望むものを効率よく提供する

ためには、どういう仕組みが必要か、という議論を促進させる

べきである。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速ブロードバンド基盤では、郵便、通信、電波を融合し

つつあり、電気と同じくは生活基盤の大きな領域を構成してき

ています。そのため、サービス提供の公共性、安全性・信頼

性、機会・選択の公平・自由、が必要となります。 

現在の議論では誰が進めるか、誰ができるかの企業と国の

話に目が向いていますが、利用者、国民の立場での議論が少

ないように思われます。まずは、公共基盤として、その領域、レ

ベルと在り方、運営方法について議論していただき、例えば、

通信のベース機能の確保とカバー範囲の充実を国が中心とな

り整備し、その上で民間の活用サービスを自由に競争させると

いうような議論を進めていただきたい。また、光ファイバーのみ

ならず無線通信も含めた基盤の在り方で考えていただきたい。 

活用面では、ブロードバンド基盤の広域な同時性によるメリ

ットを最大限に活用するための障壁を取り払い、サービス提供

の自由化の観点でも考えていただきたい。  

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

●ユ－ザが光ブロ－ドバンドを利用するメリットを実感できるよ 

うなサ－ビスを充実させる方が先ではないか。 

 

一昔前の「箱物行政」のような雰囲気を強く感じる。 

 

サ－ビスの充実具合を見極めながらユ－ザの意向に沿って光

化を進めるべきではないか 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

社会インフラコストの観点から地域間格差は容認すべきであ 

る。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

国際社会における技術、営業での競争力を第一に考えた上

で、国内での公正競争を行うことが、国家政策と考えます。長期

戦略から、ＮＴＴを弱体化することは得策ではない。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 関西経済連合会 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

１． 今や超高速プロードバンドは、経済、産業、行政など社会全体の

効率性、利便性を飛躍的に向上させるものであり、豊かな国民生

活の実現やグローバル競争下における日本の国際競争力を確保

する上で、欠くことのできない重要な社会インフラ基盤である。 

２． 我が国の超高速プロードバンド環境は、インフラ整備面（エリアカ

バー率、通信速度、料金）において世界最高水準にあり、利用率

の向上に向けては、更なる料金の低廉化を図ることだけではな

く、行政・医療・教育部門等での規制改革や多様なアイデアによる

魅力的なサービスの開発・提供によるＩＣＴの利活用促進が重要で

ある。 

３． 現在、関西では、通信会社や電力系通信会社、ＣＡＴＶ会社などに

おいて各社の創意工夫や経営努力に基づき、設備・サービス両面

における健全かつ公正な競争環境が構築されており、近畿総合

通信局の調べでは、ＦＴＴＨのアクセスサービスの加入者数がわ

ずかこの２年間で、27.9％から 33.3％に 11.4 ポイントも上昇してい

る。 これらの状況の下、ＮＴＴの組織形態の在り方（アクセス網の

在り方）については、十分な議論を行い、国民のコンセンサスを得

た上で結論を出すべきである。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

全国均一サービスのありかたの議論も必要であるが、当面

「電力線搬送」のような技術でカバーすることとし、その為の終

端機などは公費負担としてはどうだろうか、 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

NTT はインフラ整備に専念する。つまり「高速道路」の建設を

担当し、その利用方法は民間の競争体制をとる。元々、設備負

担金、公債そして高い基本料金で資本金を得て来たのだから、

国民への還元が必要で、他の民間会社との競争は馴染まな

い。ある意味で昔の「公社」に戻るのがいいのではないか、電力

会社も株式会社組織になって半世紀を越えるが、独占的お役所

体質は変っていない。通信（NTT）も同じ轍を踏んではならない。 

 

No.42 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

残り 10％の未整理エリアは、おそらく過疎地域で、高齢な方

が多い地域だと思います。そんな地域で超高速ブロードバンド

サービスが必要だとは思われませんし、費用対効果を考える

と、超高速でなく、なんらかのブロードバンドサービスができれ

ばよいと思います。 

また、このような地域に対する税金の使い方は、もっと別の観

点（独居老人対策や老人福祉）で考えてほしいです。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

未整備エリアとはどこか？ 

多くの利用を見込めない過疎地であれば、国費を投じて整備

していく必要はないと思われる。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

 ユーザーからみると低廉な料金というのは一見よさそうに思う

が、公正競争となるのか？ 

 他の思惑がある様に感じられる。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

基盤整備エリアは利用が見込まれるところから整備・普及し

てきたと思うが、現状、未整備になっているエリアは利用が少

ないと考えられるところであり、そういうところは電話や携帯電

話で十分と考えてる方が多いのではないでしょうか。私自身も

普段は電話と携帯電話があれば十分だと思っていますし、最

近は技術進歩も発展しており、私のような年配者でも使える便

利な端末も出来ていますし、インタ－ネットなども無線ででき、

ＣＡＴＶなど多様な通信手段がありますので、財政の厳しい国

費を使ってやるというなら、まだ未整備のエリアの方々からア

ンケートを取るなどして意見収集を行って本当にそのエリアの

人が必要としているかを見極めてからにすべきと思います。折

角、整備エリアにしても利用率が上がらないということでは無

駄な投資をしたことになってしまいます。必要最小限かつ効果

的なお金の使い方を考えていただきたいと思います。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

前段でも述べさせていただきましたが、必要なところにだけ

基盤整備を行うべきであり、不必要なところにも行っているから

利用率が上がらないのではないでしょうか。基盤整備してしま

ったから利用率を上げなければいけないというふうにしか考え

られません。しかし、すでに基盤整備してしまったところは無駄

にしないためにも、利用率の向上を図らなければならないと思

いますが、料金だけでなく、国民のニーズに合った、特に私の

ような年配者も簡単かつ日常的に利用できる様々なサービス

が必要で、そのための政策的な取組みを期待いたします。 

また、光への移行については、電話のみで十分という年配

者も多く、そういった家庭の配線や電話機の取替といった余計

な経済的な負担につながることが懸念されますので、国民の

利用実態について時間をかけて十分に把握し、慎重な対応を

お願いします。 

 

 

No.45 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 社団法人 関西経済同友会 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

１、超高速ブロードバンド環境は、企業活力増強はもとより、快

適な社会の実現に資する重要な基盤である。そして、今後ま

すます激化するグローバル競争環境下において、イノベーシ

ョンを創出し、わが国の競争力向上の源泉といっても過言で

はない。 

さらに、超高速ブロードバンドサービスをはじめ、ICT は最

早、経済・産業活動のインフラとして深く浸透しており、利用率

を向上するためにも、料金の低廉化を図る以上に、今後は民

間の多様なアイデアによる利活用促進が求められる。 

まず、国は、利活用促進の重点分野である医療、教育、行

政等において、縦割り行政を改めた上で、必要な規制改革を

行い、様々な企業の ICT ビジネスへの参入機会を創出すると

ともに、サービス開発競争を一層活発化させるべきである。 

また、国際競争の観点からも、競争領域はインフラではな

く、サービス分野に世界的にシフトしている。Google、Twitter、

SNS や iPad などを活用した多彩なサービスは全て米国発で、

これらを鑑みても、わが国はサービス創造で立ち遅れている

ことは正直否めない。国内に閉じられた政策を論じている状

況ではない。 

 

政府が６月に閣議決定した、新成長戦略にも明記されてい

るとおり、情報通信技術（ICT）の利活用促進は焦眉の急とな

っている。ICT は、あらゆる産業分野に対する連関を形成して

おり、通信政策という観点ではなく、わが国の持続的成長に向

けた、産業政策全般として捉えるべきである。 

 

２、超高速ブロードバンド環境（エリアカバー率、速度、料金）に

おける国際比較では、わが国は世界最高水準であることは周
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知の事実である。これらを実現したのが、民間活力であること

はいうまでもない。これまで、「官から民へ」と構造改革の大号

令の下、民主導で経済産業の発展を実現させてきた歴史に

逆行するものであってはならない。 

各企業が、これまで自助努力で築き上げてきた企業資産

を、企業の責任において利活用していくことが経済原理の観

点からも最も有効であり、現行の競争政策スキームを推進さ

せるべきである。 

 

３、我々関西経済同友会の活動基盤である関西の経済・社会生

活に悪影響をきたすものであってはならない。関西地域で

は、すでに通信会社、電力会社、CATV 会社が適正に競争を

繰り広げて光の普及に努めており、改めて競争の枠組みを変

更する必要は無いと考える。 

従って、今後、利用率を向上させるためには、魅力ある多

彩なサービスの創出が必須であり、特定の事業者の構造的

問題ではないと考える。 

さらに、昨今、通信手段はモバイルだけで十分機能を果た

すとし、特に若年層を中心に、アナログ回線はもとより、光ファ

イバー回線を必要としない人が増加している状況でもある中、

一方的に選択肢を限定するのではなく、国民が、多様なサー

ビス（通信手段）を自由に選択できる環境を整備することが、

民主主義国家運営であろう。 

 

４、最後に、企業の経営意思を尊重するとともに、株主（ステーク

ホルダー）の利益を棄損しないようすべきであり、十分な情報

開示と利用者である国民のコンセンサスの醸成を図るように

すべきである。 

 

以 上 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 神姫バス株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

光化を促進することで、企業活動や住民生活に好影響があ

り、地域経済が活性化することは、大変ありがたいことである。 

ただ、設備を整えるということだけでなく、もう少し官民一体で

実際の利用形態を議論し、ユーザーニーズに沿って整備してい

くべきであると考える。 

仮に２０１５年までに光を整備する方向で強引に進めると、利

用意向のない人も含めて対応が必要となり、想定していないも

のを含め様々なコストが利用者の負担となっていくのではない

かと危惧しているところである。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

 

 

No.47 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

地場産業の育成の観点から考えると、情報通信業界にも大

企業もあれば、中小企業もあり、それらが相互連携して、地場産

業が活発化できる。インフラ構築を国が後押しするＮＴＴ公団に

限定するのではなく、地場産業の担い手である中小企業を市場

に参画できるようにして欲しい。 

 地場産業の活発化が図れてこそ、地域主権の実現ができると

考える。 

 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

 

No.48 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社東電通 松山支店１ 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

ブロードバンドサービスの提供には「光網」の構築が必要、サ

ービス提供する企業は第一種通信事業者が展開しており、企業

の収支上、利用の極端に少ない地域は（離島、山村、絶対集落

等）、未整備エリアとして 

整備されないと思う。企業が入れない地域は、自治体がメタ網を

使ったサービス（ＡＤＳＬ）提供をすればいい。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

現在、ＮＴＴ及び、地域事業者（電力系・ＣＡＴＶ系）がサービス

を提供、価格もそれぞれ利用形態により異なっている。利用者と

して利用形態・価格を比較しサービスの提供内容・価格により事

業者を選んでいる。 

 事業者間には競争原理が働いており、ＮＴＴも価格競争に突入

している。電話は大半携帯の世界に入っており、ブロードバンド

も携帯事業同様に第一種事業者間の競争が進んでいる。ＮＴＴ

の組織形態（東西）のままでいいと感じる。 

今ＮＴＴは厳しい現状（電話収入は壊滅的打撃）の中 

頑張っていると思う。 

 

 

No.49 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社東電通 松山支店２ 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

不公平感をなくすのであれば１００％という目標は達成すべき

であると思う。しかしその基盤整備による利用者への負担があ

るのであれば、利用者もあまり望まないと思う。利用者へ強制

的になるような整備はあまり使う側としては望まないのではない

か。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

日本全国に張り巡らされているNTTの通信網の利点を利用す

ることにより、各事業者の設備投資への負担を軽減し安価に利

用者への提供ができるのではないか。電気・ガス等も光ケーブ

ルを敷設しているが、各事業者で２重３重に光ケーブルを張り巡

らせるというのもいいが、共同利用することによりコストダウンを

考えるのも利用者への低廉な料金で利用可能というものの実現

に近づけることができるのでないか。携帯等のアンテナも利用

できるような組織や設備を考えるのもいいのではないか。 

 

 

No.50 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社東電通 松島支店３ 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速ブロードバンド=光化と思われがちですが、国内に沢山の

ルーラルエリアがある実態であり、このようなエリアへの光化設

備投資は今の世の中的には抑制しながら、ADSL(メタル伝送方

式)によるブロードバンド基盤構築を考えていくことも必要と考え

ます。将来、このようなルーラルエリアで利用要求されるブロー

ドバンドサービスメニューが出る時点まで設備投資抑制する。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

東証、大証の上場企業数千社余りは殆どが全国に跨る情報通

信ネットワークをもっており、各企業の情報通信システムに要求

されるサービス・技術グレードは東日本、西日本ともに同水準の

レベルであることから、ネットワーク構築についても全国事業展

開している工事会社が技術担保する必要があります。 

工事会社の目線から各事業者を横並びに視た場合、事業収支

改善を優先的に考慮している事業者の工事単金は原状では低

廉化されており、これ以上低廉化した場合、工事品質が担保で

きないと考えられます。 

 

 

No.51 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社東電通 松山支店４ 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

山間・離島含む未整備エリアに光インフラを整備していく方向性

は理解できるが、一時期に全面整備することの必要性・メリット

が見えない。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

超高速ブロードバンドの利用率向上はハード面の整備ではな

く、サービル・コンテンツの問題であり、その開発を促すことであ

る。 

ＮＴＴの市場支配率を低下させることが普及に向けての第一命

題ではない。 

今回の議論のポイントは、「設備投資」をしたくない事業者の論

理が大きく影響している 

 

 

No.52 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社東電通 松山支店５ 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速ＢＢに限らず、ある地域ではサービスを受けることが

可能であるのに別の地域では受けることができないという課題

を解消することは必要。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

利用率の向上＝生活するために必要不可欠なものとの認識

があるが果たして現在サービスはそういうものであるのか？高

齢者などの年金受給者がお金を払ってまで求めるものがあるの

か？公正競争の活性化とあるがただ単に「安さ」の追求だけに

走っていないか？国民も本当に必要なものであればお金を出し

てでも利用するはず。その必要性が薄いため「安さ」のみ全面に

出す施策を検討しているように見える。またＮＴＴのような大組織

に対して現在の政府がメスを入れれるとは思えない。 

 

No.53 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 喜勝印刷 株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

●情報通信業界には大企業もあれば中小企業もある。これらが

相互連携してこそ地場産業が活性化すると思う。「光の道」の推

進にあたっては、地場産業の担い手である中小企業も市場に参

画できるようにして欲しい。 

地場産業の活性化を図ることが地域主権の実現にもつなが 

るのではないか。 

 

●インフラ整備率が90%であるにも関わらず、サービス利用率が

30%というのは、魅力があり使いやすいサービスが提供されてい

ないからだと思う。利用率が上がらなければ、いくら基盤を整備

しても意味がないのではないか。 

 

●政策実現にあたって、後々になって国民負担となり料金が上

がることはないのか。国民負担となることには反対である。 

 

●サービスの充実とか新サービスの開発等は、あくまでユーザ

の意向が主体であり、国民目線にあった国民が望み納得のあ

るものにすべきである。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

 

No.54 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 有限会社 富士電話サービス 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

・地域活性化にあって、ICT 活用は必要だと思います。  

・しかしながら、未整備エリアの基盤整備のため必要となる費用

が利用しない人を含めた地域住民もしくは国民負担となることは

受益者負担の原則からも反対です。  

・仮に国主導で行うとしても、まずは全員が受益者となりえるよ

う、地域自治体と住民の間で超高速ブロードバンド基盤の利活

用を促進しうる利用方法の検討・充実等を行うことをまず行っ

て、本当に地域住民にとって必要となるものを作り上げた後に

基盤整備の方法を検討することがよいと思います。  

・本当によいものであれば自然に利用の声は上がり、事業者主

導でも、光のサービスエリアは拡大されるものと考えます。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

・利用者としては様々なサービスの選択肢が広がることは望ま

しいと思います。  

・そのためには設備や技術の導入・採用の段階から、様々な企

業が自由競争の中で創意工夫・切磋琢磨し、良いサービスが低

廉な料金で生み出されるものと考えます。  

また、企業間の競争で利用者が低廉な料金で利用出来ることは

良いと思いますが、航空業界のように国の関与で競争環境が歪

められ、利用者の利便が損なわれ、税金まで投入するようなこ

とが情報通信業界で起こってしまっては、本末転倒であり、国の

役割としては、光の利活用を妨げる様々な規制の見直しを検

討・実行することが、国民の利用率向上に向けた重要な取り組

みだと考えます。 

 

 

No.55 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

電気通信事業に競争を取り入れた経緯から、国はレギュレ

ーションに関わる部分での機能の占める割合が大きいと理

解しています。また、ブロードバンド化の動きは全て競争原

理を持ち込んでからの出来事であると考えます。効率のいい

市場が一巡して最終の市場（効率の悪いところ）に向かい、

更に乗り出そうとする事業者は、投資効果が低いこと及び需

要の喚起が困難なことから大きなリスクを覚悟することと

なります。今後のマイグレーションの考え方を含め事業者の

投資環境のリスク軽減がポイントであり、また、各々の事業

者がリスク覚悟で進めてきた投資の下地を尊重することが

ポイントと考えます。どこで、とか、だれが、とかで投資枠

や実現期間が極端に変化するなどということは、長年培って

きたインフラのノウハウを軽視することにもなりかねず、慎

重な判断が必要と考えます。以上から、アクセス分離には反

対です。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

ブロードバンドへの投資、とりわけ光への投資を身を削る

思いで続けてきた事業者と、他人事のようにしてきた事業者

が、これからの利用率を上げるために生じる不公平感、つま

り、努力の積み重ねが尊重されないような進め方は避けなけ

ればならないと考えます。国のインフラと呼ばれるサービス

を受け持つ事業者には、国民保護計画が作られた時も感じま

したが、企業の生存領域とする事業のど真ん中を、市民の生

命と財産を守るためどこまで貢献してもらえるのかがポイ

ントと考えます。我々市民はサービスの提供を受けているの

です。命がけでインフラに関わるサービスを提供し続ける事

業者、例えば、リーディングカンパニーと呼ばれる事業者の

組織をいたずらに分割したり、いじったりして国際競争力を

削ぐことには早々に決別していただきたい。エネルギーや通

信・情報の分野では、国際競争で No.1を勝ち取って初めて、

日本の多くの企業で働く人の努力が日の目を見るのだと考

えます。以上から、アクセス分離には反対です。 

 

 

No.56 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

NTTは民営化以降、新たな通信事業者が参入し熾烈なサービ

ス競争を強いられ、メタルから光への事業構造転換、更には今

日の超高速ブロードバンド基盤の構築では採算面で厳しい中に

あっても、主体的に整備してきているとブロードバンドを利用して

いる１ユーザーとして理解しています。自前設備を持つ電力系

の事業者も同様であります。特筆すべきはｿﾌﾄﾊﾞﾝｸのように採

算の合う端末系のところだけで商売しているところは基盤の構

築では真の競争相手としては問題外であろうと思います。未整

備エリア１０％が日本のエリアの半分を占める整備には国が責

任を持って後押しすることが絶対であると主張します。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

超高速ブロードバンドの利用率向上は事業者間の競争を活性

化することで上がるとは思いません。ブロードバンド基盤である

光ファイバーは９０％整備されているのです。普及していないの

は生活に直結した使い易いサービスができあがっていないから

です。利用率の向上とNTTの組織形態のあり方が関連して議論

されますが全く関係ないと思います。他国と比べて格段に遅れ

ている医療、福祉、教育といった国民生活に密着したサービス

を国が責任を持って地域行政に下ろして展開すれば、おのずと

利用が促進され料金の低廉化が進みます。合わせて新たな雇

用も創出されます。NTTの分離・分割は返ってサービスの低下

を招くだけで結局は国民が振り回され、最後にそのつけを負わ

されることになると危惧されます。 

よって、NTT の分離・分割には断固反対します。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 団体 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

事業者間の公正な競争環境を整備・促進してきたことで、90%

のエリアに超高速ブロードバンド基盤を整備できたことは評価で

きます。 

但し、残りの10%の整備に当たって、民間事業者主導・あるい

は公的支援の活用といった、整備方法の議論が進められていま

すが、具体的な仕組みが示されていません。 

公共性の高いサービスの普及に当たっては、現行制度では

採算地域のみを提供する事集者と、不採算地域まで提供する

事業者に公平性を担保するモデルを導入することが出来ていな

いと考えます。 

来整備地域が不採算地域となるなら、具体的な公的支援のモ

デルを政府として議論する必要があると思います。 

なお、いずれの方法で整備するとしても、利用者への負担が

増すことのないよう利用者負担の観点も論点に加え、議論を進

めていただきたいと考えております。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

公正競争の活性化を推進することは必要な取組みだと考えて

おります。 

しかし、それに加え、新たなサービスや利用シーンを創出でき

るような規制緩和等の環境整備の必要性を感じております。 

従来の電話時代の競争政策の枠組みを見直し、ICT時代、固

定・携帯無線サービスの融合、通信・放送の融合時代や家電機

器のICT化、環境エネルギー・スマートグリット化を展開する通信

インフラ基盤の将来のあり方等の直面する課題に対応した規制

緩和やルール化の議論が必要と考えます。 

NTTの組織形態の議論についても、公正競争の観点での議

論も必要ですが、上記の課題への将来的対応と役割を担う企業

として、今後の通信業界の発展・グローバル化を促進するため

にも新たなサービス創出の活性化を促すような仕組みの議論も

必要だと考えております。 

通信業界の発展が、経済全体の発展につながるような議論を

期待しております。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

１．まず、２０１５年、後５年で１００％にもっていく構想であるが、

地方における工事量の多さと、完成後の収益の予想から大

変、難しい課題。 

２．全国一律にブロードバンド化をこの５年で実施ことは、困難

であり、各自治体等の方針と調和させ実施が必要。 

３．地域の活動方針があるはずであり、それと合せて個々に実

施計画を立案が必要。 

４．総務省は地方の実態を確認してほしい。地方には、携帯系

が活用できるはずである。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

（前提） 

 現在、私は年金と一部アルバイトで生活をしております。光電

話、光ＴＶ、インタネット、e-mail を使っています。 

（利用率を向上させるための方法） 

１．現在の生活から利用率向上は、低廉な料金の必要性は基本

的な問題ではなく、今以上利用するためには、新聞の情報と

市役所からの情報でＩＣＴを使うことです。現在、ＴＶ、通信代は

問題の金額でない。 

２．新聞は２誌であり約８，０００円を使っており、ＩＣＴ化が可能な

金額です。市役所のＩＣＴ化を総務省は指導すべきです。（自

治省へ指導して下さい） 

３．ＮＴＴの組織形態とはまったく関係なく、このままで良いと思

います。新聞社、市役所のあり方の論議必要。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

情報社会の進展に伴ってブロードバンドネットワークを活用し

た高度なサービスを利用できることがすべてに国民に必要であ

り、未整備エリアが過疎地で高齢化することを考えると遠隔医療

などが可能なネットワークの整備は必要であり、高速インターネ

ットアクセスのユニバーサルサービス化に向けて進むことが必

要である。しかし、遠距離で小ユーザ数の広範な地域を低コスト

で整備することは事業者にとっては極めて困難であり、それを

克服する政策が必要となる。その政策としては（１）過疎地に適

する無線アクセスとその基地局を接続する光ファイバを組み合

わせた、その地域にマッチしたネットワークを構築できる環境を

整備する、（２）基地局やファイバ敷設の設備投資を削減できる

ルートやスペースの提供者に何らかの補助を行う、（３）一定条

件の過疎地へのネットワーク整備を行う業者については低利融

資を行う、（４）整備した過疎地域のネットワーク利活用を高める

ために遠隔医療の保険適用や、地域行政サービスの ICT化を

早急に促進させる、などの政策を進めることが必要である。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

ブロードバンドネットワークの利用率が先進国の中で低いこと

は各種のデータで明らかである。しかしその原因が料金にある

とする判断は誤りである。我が国のブロードバンド料金は世界

で最も低廉であり、FTTH のユーザ数でも世界を先導している。

それをさらに低廉にするためにNTT組織形態の変更を考えるの

は間違った政策である。高速ブロードバンドの利用率向上を妨

げているのはサービスの提供の壁となっている様々な規制や法

律であり、またそれらが、複数の省庁の管轄にあり、省庁の連

携が進まない縦割り行政の壁が立ちはだかっているからであ

る。医療、教育、行政サービス、交通、災害対策、などにおいて

積極的に ICT を活用するには様々な既存の制度、規制、法律を

情報社会に適合する形態に変革する必要があり、それを関係す

る省庁が連携して進めることが必須である。利用率の高い国の

制度や規制を調査すればそれらが明らかになろう。日本の今後

の高齢化、人口減少、グリーン化に対応し、欧米先進国にも勝

る高度な社会環境を整備するには ICT の利活用に適する制度

を整備することは国家として最も重要であり、NTT 経営形態の

問題にすり替えることは我が国の将来にとって重大な誤りであ

る。 

ICTは２０１０年代にクラウドや新世代ネットワークの技術革新
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によって大きなパラダイムシフトが生じることは確実であり、米

国、EU は大きな公的助成金を産学に提供しパラダイムシフトに

向けた研究開発を推進しており、ここで日本が研究開発やその

ビジネス化で後れをとれば、我が国の ICT 産業はもはやワール

ドビジネスで生き残ることはできす、日本は大きな経済基盤と雇

用力を失う恐れが強い。日本の国からの研究開発投資比率は

欧米に比べて相当低く、我が国の財政状況から今後さらに低下

する恐れが強い。一方、ICT ベンダの多くは厳しい国際ビジネス

競争で長期的研究開発投資の余裕はない。したがって、NTT の

研究開発力の弱体化は我が国の長期的 ICT 研究開発力にとっ

て重大なネガティブ要因となる。さらに世界の通信事業は統合

に向かっており、公正競争の環境は保持しなければならない

が、細分割化は国家の弱体化につながる誤った判断である。 

日本の ICT 産業の強化、産学の研究開発力の強化、高度な

ICT 基盤の利活用を促進する制度・規制・法律の整備は我が国

にとって最も重要な政策であり、産学官が一体になって取り組

むべき課題であり、現政権による強力な取り組みを期待したい。 

 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 明正電設株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

私たち通信建設業者は、現在、ＩＲＵ工事に従事しておりま

す。この工事地域は都市部と異なり困難な工事が多く稼動や工

期の調整に苦慮しております。いわゆる「残り１０％の未整備エ

リア」は更に山間僻地や島嶼部が多く、地域単位で一斉に工事

するとしたら、短期間に大量の稼動確保が必要になると予想さ

れます。また、仮に出来たとしてもその後の継続的な雇用の維

持が非常に難しいと思われます。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

私たちは、通信工事を通じて直接お客様と接しておりますが、 

お客様の中には、現在のメタル回線で充分満足されている方も

多く、全て光化することが押し付けにならないか、戸惑いを感じ

ております。お客様が求めているのは何か、光化の目的は何な

のか、あるいは、光で何が出来るのかもう少し時間をかけて 

お客様に理解をしていただけるよう議論を深めるべきではない

かと考えます。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

基盤整備（インフラ整備率９０％→１００％）に関する意見 

 

① 基盤整備は、コストをかければ達成できるものであり、NTT

の試算では１．５兆円で可能との資料もあるが、コストパフォ

ーマンスで考えた場合、基盤未整備エリアには超高速ブロ

ードバンドの需要・必要性が、人口的にも需要的にもビジネ

ス採算的にも存在しないと考えている。 

②  基盤整備コストを、総務省の光の道基本的方向性では、IR

Ｕに基づく公設民営方式の活用等による整備としているが、

この方式は国の支援で地方公共団体等がインフラを設置

し、民間業者がサービスを運営する方式と理解しており、既

存の通信事業者の他に新たなインフラ整備事業者の必要性

が分かりにくいと考えている。 

③  国の支援ということは、投資コストを政府保証債等で調達

するのであれば、コスト負担の肩代わりを国家財政がするこ

ととなり、納税者の国民に重いツケがくることとなり、人口的

にも需要的にもビジネス採算的にも必要性の少ない基盤未

整備エリアでは、そこまでしてのインフラ整備率９０％→１０

０％を望んでいないと考えている。 

④  また、公設民営方式では、人口的にも需要的にもビジネス 

採算的にも必要性の少ない基盤未整備のルーラルエリアで

の基盤整備事業者によるインフラ整備の優先度は低く、２０

１５年度までの基盤整備の困難性はあると考えている。 

２０１５年の目標についても、２００９年末の「ＩＣＴと地域分野 

の成長戦略＜原口ビジョン＞で、２０２０年までにすべての

世帯でブロードバンドサービスの利用実現」としていたのを、

なぜ急に目標を２０１５年にし、併せてＮＴＴ民営化の検証・

総括なく経営形態の見直しを急ごうとすのかの説明がたりな

いように考えている。 
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２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

利用促進（サービス加入率３０％→１００％）に関する意見。 

① 利用促進は、利用料金や年代・地域にマッチした新しいサ

ービスを提供するなどで解決できる問題ではなく、年代やネッ

ト端末機器の有無などが大きな問題と考えている。 

② 現在、超高速ブロードバンドの利用率３０％は、生活実態や

生活感覚に直結した使いやすいサービスが少なく、また国民

も必要としていないことに起因すると考える。 

  例えば、確定申告などはＰＣに慣れた者でも扱いにくいソフト

になっているし、税務署に行けば、アシスタントが目の前でデ

ーター投入してくれている。過渡期の措置とは言え、確定申告

ソフトの使いやすさがあっての利用率向上と考えている。 

③ 新プラットホーム（新しいハードやサービス）がでても、購入

費用の問題・使い慣れ不足・既設代替えあり等で各々が解決

しており、超高速ブロードバンドの利用促進が伸び悩んでい

ると考える。いわゆる、キラーアプリケーションがないと考え

ている 

④ しかし、その解決を、総務省の光の道基本的方向性では、

公正競争促進による料金低下や医療・教育・行政などの規制

緩和やＮＴＴ東西でのアクセス規制緩和などで利用促進をす

るとしているが、ＮＴＴ東西でのアクセス規制緩和は、自らの

負担でインフラ整備をしてきたＮＴＴ等は、過去の時間とコスト

が経営デメリットとなり、自らインフラ整備していない事業者

は、ＩＲＵ方式により保護された新規参入のメリットがあると考

えられるので、このようなトレードオフの問題整理を優先すべ

きと考えている。 

⑤ このように、立場の違いでメリット・デメリットが混在するトレー

ドオフの場合は、選択肢のすべてのメリット・デメリットを考慮

する必要があるが、今までの政府と与党（自民・公明）で２０１

０年度にＮＴＴの経営形態の見直しを行うという、原点にもど

った検証・総括が、民主党政権で白紙撤回となり、十分な検

証・総括はされなくなったと考えている。そのためトレードオフ

の解決やＮＴＴの組織形態の在り方は、この検証・総括で行

い結論を得るべきと考えている。 

いきなりＮＴＴ東西でのアクセス規制緩和ありきで議論すべき

ではないと考えている。 

 



付記 

 

① 上記１＆２の意見は、私が関係する「生涯学習講座」や「自

治会」や「通信事業会社ＯＢ会」などでの、日常生活での超高

速ブロードバンドの必要有無も踏まえた多数の意見と考えて

いる。 

② 人口統計で３０％強を占める６５歳以上の国民の生活感覚

からの意見として、納税したお金の使用で、公設民営方式等

による超高速ブロードバンドのインフラ整備率９０％→１０

０％やサービス加入率３０％→１００％を強いるは次の理由

でやや問題ありと考えている。 

 理由 

情報の取集・商品の購買・行政への手続き等をすべてをネ 

ットに誘導するのでなく、年代に合ったフォロー、例えばＦＡ 

Ｘでも可能などの配慮も推進するのが最低不幸社会の実 

現の一つだと考える。 

③ 今必要なのは、ネットが国民の各年代や各地域にすべてが

使いこなせる教育・研修の徹底と考えている。それができあ

がっての、超高速ブロードバンド基盤１００％と利用１００％の

順と考えている。 

 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

意見公募は、光の道を一本化することを既定のこととして、そ

れに対する意見を求めているようですが、本当に一本化が絶対

なのでしょうか。一本化が唯一無二の方策なのでしょうか。その

ことの議論、論証はつくされているのでしょうか。交通では、道

路、船、航空機等が競争して、人や荷物を運ぶことにそれぞれ

得意の分野又は過去培ってきたノウハウを駆使して他者より優

位に立とうとすることで全体の効率化が実現しているのではな

いでしょうか。無駄な競争も多々あり、個別の事象では不合理

がありますが、見えざる手により収斂していく姿が市場競争の

社会であるはずです。情報の世界でも同様のことがいえるので

はないでしょうか。アプリケーションの開発を国が引受けるわけ

にはいかないし、民間で開発を担うとすれば、そのインセンティ

ブの観点からユーザーの囲い込みもある程度必要でしょう。競

争を妨げない範囲で、開発に関する障害や囲い込みによる弊

害をより少なくする方策を講じることこそ政府の役割ではないで

しょうか。拙速の結果、取り返しのつかない愚策に迷走すること

のないよう、望みたいものです。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 音更町 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

従来の公設民営方式は、施設の維持管理に係る自治体の将

来的な財政負担が不透明であることから、基盤整備について

は、国による民間事業者に対する直接的な支援等を含め、あく

までも民間主導による整備を、自治体に負担を生じさせない形

で進めるべき。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を

向上させるためには、低

廉な料金で利用可能と

なるように、事業者間の

公正競争を一層活性化

することが適当と考えら

れるが、ＮＴＴの組織形

態の在り方も含め、この

点についてどのように

考えるか。 

 

利用率の向上のためには、ブロードバンドが広く生活に密着

した存在として位置づけられることが不可欠であると考えるが、

採算性の低い条件不利地域はそれらのサービスを享受できず

に取り残され、情報格差は拡大する一方である。ＮＴＴは、国営

企業時代に築いた圧倒的なインフラを有し事業展開をしていな

がら、採算性の低い条件不利地域の解消に対しては消極的で

ある。ＮＴＴを含めた民間事業者が、社会的使命として利益追求

とは別次元で、ブロードバンドを「公共インフラ」としてあまねく整

備できるような環境作り・仕組み作りが必要ではないか。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

光ファイバー敷設でなく、WiMAX などの高速無線通信にすべき

と考えます。 

理由： 

・若者は固定電話を使わず携帯電話のみで生活していることが

多く、わざわざ有線を引き込むのに抵抗がある。 

・インターネットに無関心な高齢者が、費用を払って光ファイバー

を引き込む必要性が見いだせない。 

・賃貸住宅の場合、有線を引き込むのに大家(家主)の了解を得る

のはなかなか困難である。地デジのアンテナ設置でも了解が

得られにくいです。 

・電話がそうであったように、有線からいずれ無線に向かうと考え

ます。光回線を引いても、無線に移れば無駄になります。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

○高速ブロードバンドサービスの利活用が進まず需要が喚起さ

れていない現段階において、ユーザーの意向に関わらず強制

的に光へ移行するのは、投資リスクをユーザーに負わせてし

まう危険があるとともに、経済合理性の観点からも、まだ十分

利用できるメタル回線も無理やり撤去することによってトータル

コストを押し上げる要因と危惧する。 

  のちのちになって、それらのコストが国民負担となるのではな

いのか。国民負担となることには絶対反対である。 

 

○高速ブロードバンドの利活用が 30%と進退していないにも関わ

らず、たとえば、２０１５年といった時期を決めて短期間で一気

に光に移行させると決定することは、多くの問題があり、ユー

ザーに過度の負担を強いることになると考えるので、ＮＴＴの在

り方を含め慎重に検討する必要があると考える。 

 

○これまでの「光の道」構想に関する議論については、ややもす

ると２０１５年までに光の利用意向のない人を含め、全国民に

光を使わせることや、ＮＴＴのアクセス部門を分離し光を敷設さ

せるなど、一部の事業者意見に基づく議論が進んでしまって、

ユーザー不在の議論との避難を受ける可能性があると危惧す

るところである。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

現在ブロードバンド基盤の未整備エリアは全所帯の１０％であ

り、数字上では大半の需要を満たしていると考えられるが、残り

の地域は島部をはじめ過疎地であり、投資費用は都市部の数十

倍と推定されます。今回提案された五カ年で光の道を完成する

には投資地域の顧客の需要を考えれば、現状では、莫大な投資

と使用されない設備が残るだけの結果と考えられます。換言す

れば植物（コンテンツ需要）の無い砂漠に水（金）を撒くようなもの

と考えます。施設の地域の光の利用率の低さの原因は二つ考え

られ、１）は既設電話料金と光の電話料金の高さの差額。２）は顧

客の必要とするサービスがないことです。 

電電公社民営化後の現状を見ると、固定電話においては競争

相手の会社は今では当時想定した顧客メリットへの対応策は何

も無く、移動電話でのみ競争し顧客メリットを提示している状態で

あり、特に光ケーブルの敷設に殆んど無関心で、どれだけ投資し

ているかも不明であることは不可思議である。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 超高速ブロードバンドの利用率の低さは前項にも記述したが、

コンテンツの開発そのものに掛かっていることは言を待たない。

携帯電話のコンテンツを見れば判るとおり毎日のように各社が競

って開発し、其の量とスピードは驚くべきものがある。この原因は

あくまで開発した会社に利益があるからである。一方光のブロー

ドバンドのコンテンツは競争体制に無く、光投資は政府方針で元

電電公社が主に施工、競争会社は殆ど投資をしていない。競争

会社では光を使用するブロードバンドコンテンツがあるとしても、

自前投資は利益に結びつかないので、利益に見合う安い料金で

ＮＴＴから借りようとし、それが思うようにいかないと止めて置くと

の姿がありありであり、政府方針もこれを何故か容認しているよ

うでもある。一方ＮＴＴも競争の無い固定電話に安住し、携帯電話

のような競争体制にも無いことから開発に力が入らないのは‘む

べなるかな’である。要は投資と競争、是がばらばらな方法で行

われ、競争があらゆる発展の基礎である中に不平等の石ころが

転がっているのが利用率を妨げている主たる原因であると考え

ます。又電気通信の基本である線路伝送（局外）技術と交換（局

内）技術を分離し光促進組織を別途考えているのは、何のためな

のか理解しがたい。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速ブロードバンドを誰でも利用可能にするため、エリアの

拡大努力は怠るべきではないと考えるが、残された１０％は対象

エリア的にも広いと思われ、完全（１００％）カバーを実現するた

めには膨大なコストがかかると推測されます。その基盤整備につ

いては、発生する需要の下、事業者の経営判断に基づいて進め

られるべきものと考えます。 

従って、期限を区切って１００％を目ざすというような非現実的

な方策は取るべきではないと考えます。 

また、実現手段についても、経済合理性の観点から『光ケーブ

ル』に限定することなく、多様な方法をやはり事業者の判断で進

められるようにするべきであると考えます。 

真に取り組むべきは、残りの１０％の整備ではなく、超高速ブ

ロードバンドの利用活性化であり、利用ニーズが高まれば、自然

と基盤整備も進むと考えます。そのために、行政サービス、医

療、教育分野などで利活用を阻害していると要因を取り除き、ＩＣ

Ｔの高度利活用推進にこそ注力すべきであると考えます。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 利用者の立場としては、利用し易い、より低廉な料金を目指し

ていただくことに全く異論はありませんが、『光の道』構想の中で

議論されているところの「事業者間の公正競争」、「ＮＴＴの組織形

態」についての論点については、大きな違和感を覚えます。利用

者あるいは国にとってどうかという視点がないからであります。

生い立ちの違う各事業者が、自社の都合の良い方に国策を誘導

せんがための議論にしか見えません。 

 利用者としては、ワンストップで全て面倒を見ていただけるサー

ビス体制を望んであり、ＮＴＴを分離したり、分割したりすることに

全くメリットを感じません。むしろ、心配するのは、内輪の競争に

明け暮れることにより、国際的なサービス競争に負けてしまうの

ではないかということです。それこそ、国益を損ねることになって

しまします。 

 敢えて、「アクセス会社」分離論について言及すれば、自らの経

営判断により設備構築し、サービス提供するという健全な競争環

境が失われることになります。それこそ、アクセス会社は１社独

占となりますが、投資インセンティブはあるのでしょうか？結局未

稼働のアクセス設備があちこちにできてしまいそうです。 

 １項と同様のこととなりますが、用は利用者が使いたくなるよう

なサービスが沢山出てこないことには利用率はあがりません。い

くら立派なアクセス設備が整備されても利用者は増えません。 

No.68 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

光化は進めてもらいたいが、端末機器の取替えによる負担増

や利用料金等が現状と同程度となるか心配。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 

No.69 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

今日ブロードバンドの普及は、めざましものがあり、多種多様

なサービスが、提供されている。だが、反面「光網」の未整備地域

については、同じサービスが受けられないのも現状である。 

国の方針として「光の道」構想とするのであれば、国民みんな

が同じサービスを受けられる様、企業に働きかけるべきである。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

我々は、日々現場で作業を行っているが、ＮＴＴは、「光網」「メ

タル網」等、自社で設備投資運営している。昨今、公正競争の活

性化で、通信サービス利用料金が下がっている。これでは、設備

投資運営を行っている企業は、厳しい状況になる。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

特段の意見はありません。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

○事業者間競争によって超高速ブロードバンドが安く利用できて

も、後になって、また結果的に何らかの形で我々に負担させら

れるようなことには反対です。 

○我々が光ブロードバンドを利用するメリットを実感できるような

サービスを充実させながら、我々お客の意向に沿って光化を

進めていくべきと考えます。 

○ソフトバンク社長のように１社のみの利害を優先するようなや

り方、考え方には納得できません。 

 あくまで、同じ土俵での公正な競争を切望します。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

・超高速ブロードバンド基盤の未整備エリア（10％の世帯）

について、基盤整備を 100％にすることは膨大なコストを要す

ることとなり、また、不採算エリアであることを考えると、

民間事業者の競争による整備は実現不可能である。 

・コスト低減施策として、技術的には無線ブロードバンドの

利用など、光ファイバとの組合せによる低減施策を考えるこ

とは当然であるが、基盤整備を加速させるために公的支援策

を取り入れるなど民間事業者のインセンティブが働く仕組み

やＩＲＵ方式の仕組みを取り入れることが必要である。 

・例えば、創設費については自治体などと連携して公費を投

入することはもちろんであるが、圧縮記帳を認めたり、設備

の償却期間に応じて６年から１０年間の固定資産税の優遇措

置を設けるなどして通信事業者の後年度負担も少なくなるよ

うなことも考えるべきではないか。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

【利用率向上について】 

・超高速ブロードバンドの利用率については、30％にとどま

っているとのことであるが、日本のブロードバンドの料金は

既に世界一安い料金になっており、料金の低廉化が利用率の

向上に直接結びつくとは考えにくい。また、事業者間の公正

競争も十分機能していると思われる。 

・利用率の向上のためには、行政等の分野におけるＩＣＴの

利活用の推進が一義的には重要であるが、キーボードによる

インターフェースの入力端末の限界もあり、タッチパネル入

力の端末の普及と簡易な入力スタイルを普及させるなど、メ

ーカの努力も必要である。（i-ＰＡＤがお年寄りには好評であ

るとの話しがある） 

【ＮＴＴの組織形態について】 

・ブロードバンドの利用率を向上させるという目的のために、

ＮＴＴの組織形態を見直すという考え方は、直接結びつくも

のではない。 

多くの国民には、むしろ、ＮＴＴ東西会社、ＮＴＴコミュニ

ケーションズ、ＮＴＴドコモでさえ混乱を招いており、一つ

であった方が利用者のメリットが享受できると考えている人

が多い。 

・グローバル競争への対応の観点からは、クラウドコンピュ

ーティング 
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時代に入った今、通信事業だけを切離しての国際競争はあり

得なく、コンテンツ、データセンタなどを含めた、情報通信

サービス事業を意識した競争体制が必要であり、事業者もよ

り一体化した組織体制が望まれる。 

【アクセス網保有部門の在り方】 

・アクセス網保有部門をＮＴＴ東西から分離するとの考え方

については、これはかえって非効率であり、国民の利益には

繋がらないと考える。 

光ケーブルの伸張に併せメタルケーブルの縮退を考慮しない

といけない。 

・アクセス網保有会社では、光ケーブルのみに資源配分を行

いメタルケーブルについては放置せざるえない経営環境とな

ることも予想される。利用していないメタルケーブルの撤去

を戦略的に実施していかないと地下設備の有効利用ができな

くなったり、架空設備が街の景観を損ねることになりかねな

い。また、アクセス設備はケーブルとその付属構成物だけで

なく、ＲＳＢＭなどの集線装置もあり、これらの監視制御も

鑑みるとネットワーク設備と切り離すことは不合理ともいえ

る。 

 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社ドコモ・ドットコム 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

弊社は、モバイルの有効な活用法をコンテンツプロバイダー様

に、運営するサイトの収益向上のための施策をご提案するコン

サルティングサービスを業としております。今回の意見募集につ

きまして、弊社のコンサルティング事業者としての立場から、意見

を提出させていただきます。 

日本のモバイルコンテンツ市場は世界に類を見ない発展を遂

げてきましたが、これには多様なコンテンツプロバイダーによるコ

ンテンツの充実が大きな役割を果たしてきたと考えられます。コ

ンテンツの充実がユーザのコンテンツ利用を促進するとともにユ

ーザを増加させ、そのことが更にコンテンツプロバイダーの新規

参入を促し、コンテンツを充実させる、といった好循環を生んでき

ました。 

今般検討を進めておられる、未整備地域へのブロードバンド基

盤整備やブロードバンドの利用促進に関しても、上述のような好

循環を作り出すことが有用であると考えます。 

ブロードバンド未整備地域の多くは、交通が不便であったり、

住民の高齢化が進んでいたりという問題を抱えています。このよ

うな地域においては、行政サービス等の電子化やコミュニケーシ

ョン手段の利便性向上等の潜在的ニーズは高いと考えられま

す。このような地域において、例えば行政等が自ら、住民に対し

て情報を発信したり、「電子パスポート申請」や「電子住民票」な

どの電子行政サービスを提供すること、機器やサービスの利用

方法等について講習を行う等のＩＣＴリテラシー支援を行うこと等

に取り組むことにより、多くの住民の方々が携帯やブロードバン

ドを必然的に利用する機会が増えてきます。その結果、すでにコ

ンテンツを利用している方はさらに活用機会が増えますし、使っ

ていなかった方もＩＣＴに関するナレッジ・リテラシーが向上すると

共に、他のコンテンツの利用を始めるきっかけになり、更に利用

が促進されます。それによって、より多様なコンテンツが充実し、

住民の利便性が増していくという好循環が期待できます。このよ

うにＩＣＴの利活用が促進されることにより、事業ベースでのブロ

ードバンド基盤整備 100％達成も可能になっていくものと考えら

れます。 

これまでＩＣＴを利活用しておられない方々に対して行政自らが

積極的に利活用のきっかけを提供し、出来るだけ多くの方々に「Ｉ

ＣＴを利用したい」と思っていただくことが、ブロードバンドの整備

を加速することに繋がるのではないかと考えております。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

【量から質への転換 量的基盤整備から質的基盤整備に向け

て】 

1990年からの「マルチメディア戦略」や、それに続く「e-Japan

戦略」や「u-Japan 戦略」は、インターネット、ブロードバン

ド、携帯、デジタル放送、など ICT 基盤の普及を加速し、私

たちの国は世界で類を見ない ICT 基盤を有する国となりまし

た。その一方で、ICT 基盤が整備されたあとの先進諸国での経

済発展と雇用確保は、「知識サービス産業、知的情報産業」 へ

とシフトの傾向にあります。このような情報や知識産業がグ

ローバル市場で生き残ることは、情報検索サービス、ICTシス

テムやサービス、電子書籍・ジャーナルなどのコンテンツ配

信に代表される「知の大競争」に勝ち抜くことを意味してい

ます。 

 

超高速ブロードバンド基盤に代表されるように、これまで

の基盤整備は主として、ネットワークやコンピュータの高速

化や大容量化など「量的拡大」に重点がありました。しかし、

これからは、整備された ICTを活用し、「情報世界における情

報サービスの流通や連携を促し、人間・社会で情報サービス

が循環する基盤、いわば「質的基盤整備」を加速」する重要

であると考えます。 

 

【利用率の向上のための業際認証連携基盤の構築】 

 

超高速ブロードバンドの利用率（約 30％）向上のためには、

ICTインフラ整備にとどまることなく、これからの日本を背負

う ICT人材の育成と、知的コンテンツの確保や ICT システム

やサービスのイノベーション誘発が不可欠です。 

 

例えば学術分野では、大学間で情報サービス連携するため

の学術認証フェデレーション基盤の構築が進んでいます。学

術認証フェデレーションは、① 個人単位での認証、各種情報

サービスを出張先の大学・研究機関・公共施設や自宅等でも

手軽に利用できる、② 大学・研究機関が個々に構築・運用し

てきた各種情報システムやサービスは、学術認証連携により、

情報システムを共用・集約するクラウド化が可能となり費用

対効果が向上できる、③ 様々な情報サービスをシングルサイ

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 
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ンオン技術(SSO)により一元化して利用でき、マッシュアップ

による複数のサービスの有機的な連携が、特定の情報サービ

ス事業者のみに依存せずオープンな環境によって実現でき

る、といった特徴があります。 

 

先進諸国における学術研究と高等教育の認証フェデレーシ

ョンの進展や、認証フェデレーションに、新たに「ブラジル

や中国」が参加してくる状況を考慮すると、わが国のコンテ

ンツや ICT サービスが国際市場で流通できる環境の構築を加

速する必要があります。しかし欧米に比べると、日本のコン

テンツや ICTサービスは圧倒的に貧弱な状況にあります。 

 

先進諸国の学術認証フェデレーションで利用できるコンテ

ンツや情報サービス(SP: Service Provider)は、スイス

SWITCHaai：382、イギリス UK-FAM：190、アメリカ InCommon：

150以上、ドイツ DFN-AAI：60、フィンランド Haka：65、フラ

ンス Fédération Éducation-Recherche ：54、ノルウェー

FEIDE：50以上、となっています。 

 

そのため、「ICT の利活用を阻む制度・規制等についての意

見募集」においても、超高速ブロードバンド基盤整備ととも

に、① グローバル ICT 基盤の進展を踏まえ、新たな産官学

連携の仕組み、② 大学など教育・研究機関の認証基盤(IdM 

Identity Management)の進展を前提とした、産官学連携によ

る情報サービス連携体制、③ 多様な業界を横断した（業際）

情報サービス連携のための ID 属性連携(i-Japan 2015 など)

基盤を構築することを提案したところです。 

 

上記のとおり、ブロードバンド利用率の向上に向けては、ブ

ロードバンドの質的基盤の整備・拡大・利活用を進めると共

に、産官学が「大」連携していくことが、今後重要であると

考えます。 

 

以上 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

・ブロードバンドのエリアカバーは、光で 9 割に達しており、既に

世界最高水準 

・ブロードバンドへのアクセスは、光に限らず、CATV や無線など

多様な手段を総動員することが必要 

・新たに光を敷設するよりも、携帯電話等の無線の超高速ブロー

ドバンド化を図る方がより現実的 

・事業者・自治体のブロードバンド基盤整備を促進するために

は、ICT の積極的な利活用が必要 

・無線の超高速ブロードバンド化を促進するために、周波数の更

なる有効活用が必要 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

ブロードバンドの利用率は、固定で 6 割強、携帯で 9 割強と世界

最高水準 

・諸外国と比べ進んでいない行政・教育・医療の分野における

ICT の利活用に向けた政策的な取組みが必要 

・エンドユーザの超高速インターネット利用に対し、インセンティブ

を与えて利用を加速させる仕組みが必要 

 

・電話を前提とした規制から、ブロードバンド・ＩＰを前提とした政

策への転換が必要 

・インフラ整備は設備競争を基本とし、不採算エリアは国・自治体

の整備により補完することが最も経済的 

・設備は既に世界で最も開放されており、これ以上の開放はイノ

ベーションや投資インセンティブを損なう 

・ユーザ利便やイノベーション、投資インセンティブ、経営の効率

性、企業価値といった様々な観点からの課題も多く、取るべき選

択肢ではない 

・アクセス分離は、これまでＮＴＴと設備競争をしてきた電力系・Ｃ

ＡＴＶ事業者の事業に大きな影響を与えるリスクがある。 

・アクセス分離は、時間とコストがかかり、ブロードバンドの普及

をかえって阻害 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社亀山電機 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

弊社はＩＴベンチャーとして創業し、現在に至っているが、「光の

道」構想に対して意見を申し上げたい。条件不利地域のブロード

バンドインフラ整備にインフラ公団により対応しようという意見が

あるが、公団化することにより経営のスピード感が欠如し、技術

革新のスピードについていけないのではないかと懸念される。結

果として国全体のインフラが先端技術から遅れることのないよ

う、民間企業の競争原理を阻害しないようなやり方とすべきと考

える。条件不利地域は、国の補助金を維持した上で、ＩＲＵ等の仕

組みで整備していけば、十分対処可能と思われる。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

ブロードバンドインフラを活用して、ビジネスを展開する立場とし

て、意見を申し上げたい。弊社は地方発のＩＴベンチャーとして、

地方のみならず、大都市圏への事業拡大を図っているが、その

際に、通信サービスが地域によって違いがあることのデメリット

の方が大きい。通信事業者を地域毎に分けるのではなく、通信

事業者への規制緩和により、全国統一型のサービスを展開して

もらうほうが、インフラの上でビジネスを展開する事業者にはメリ

ットが大きく、ブロードバンドの利用率向上にも寄与するものと思

われる。ブロードバンドの利用率向上に必要なのは、インフラ議

論より、ＩＴベンチャーを支援して育成していくことが肝要であり、

その中から世界をリードするような新たなサービスが生まれるも

のと推察される。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 有光工業株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

ブロードバンドアクセスをユニバーサルサービス化することの

みに焦点をあてているが、個人の利用用途として、電話、インタ

ーネット含めて、携帯電話との連携は現在では欠かせなく、それ

を除いて光のみを検討する必要はないと思う。光アクセスだけで

なく、ADSL や携帯電話も含めてブロードバンドアクセスを全国民

が共有できればよく、必ずしも強引に全世帯を光化し、それをユ

ニバーサルサービスとしなくてもよいのではないか。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

都市部においては、NTT だけでなく電力系の会社による光化

も進んでおりその結果、料金の低廉化も進んでいる。ユニバーサ

ルサービス化することによりせっかくの競争環境から独占的状況

に戻る可能性もある。 

また、周りの若者はそもそも電話とインターネットを携帯電話だ

けで実施している方もおり、アクセスラインの光化をユニバーサ

ル化することにも疑問を感じる。 

それよりも、携帯電話が端末とネットワークが一体化した販売

携帯になっており、魅力的な端末が携帯キャリアが違うというだ

けで使えないということそのものが利用者にとっての利便性を欠

いておりキャリアと端末の分離を早急に進めることが慣用である

と考える。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

(1)未整備エリアの基盤整備より、整備エリアのコンテンツ拡充を

先行すべき 

①現在、整備エリアにおいて、地域によっては光テレビが対応不

可であるとか、メニューの進展が期待できるというのが現状で

ある。未整備エリア整備よりもまずは、整備エリアでのメニュー

充実が超高速ブロードバンドの利用率（約３０％）向上につな

がると思う。まずは、超高速ブロードバンド利用率を向上させ、

超高速ブロードバンドをスタンダード化し、自然に要望される形

で、未整備エリアの基盤整備をすべき。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

（１） 低廉な料金で利用可能＝NTT 分社化（アクセス回線会社設

立）とは限らないと思われる 

①光回線の利用については、単に日常の使用だけではなく、コン

テンツの拡充、メンテナンス、危急時の対応等が必要とおもわれ

る。これを数社で行うとすれば、重複が発生しかえって、費用が

UP すると思われる。まずは、整備エリアを NTT 単独で整備する

ことが優先されると思われる。分社化は、NTT で整備完了して、

そういったいろんな角度からの効率化を検討すべきと思われる。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社ナカヨ通信機 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

未整備エリアという大きな需要が、期待できないエリアで、ユニバ

ーサルサービスとしての基盤整備を図るには、事業者のインセン

ティブを高める施策が必要と考えます。 

この一例として、ユニバーサル基金、公的資金援助などが考えら

れますが経済合理性の観点から見ると事業者の参入意欲を湧

かせる事も重要でブロードバンドサービス利用者へのポイント付

与や各種住民サービスの拡充などの需要喚起策が、必要ではな

いでしょうか。 
                                                                                                                        

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

料金の低廉化には、これからも事業者間の公正な競争環境の整

備が必要と思います。 

ただ、ブロードバンドに係わる事業者は、下位レイヤから上位レ

イヤまで多岐に亘り、既存の業界の垣根を越えたボーダレスな

競争環境が、益々強まってくるのではないでしょうか。 

この様な中で、事業者は、インフラ事業としての責務を果たす事

は、もちろんですが、自由な発想のもとで、魅力あるサービス開

発に切磋琢磨してもらいたい。 

その為にも、規制緩和や新規性、斬新性の高い技術・サービス

開発への公的資金援助といった事業者の創造性、投資意欲を助

長する施策や事業活動を支援出来る柔軟な施策が、必要ではな

いでしょうか。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

１．超高速ブロードバンド基盤の未整備エリア（約１０％の世帯）

における基盤整備の在り方についてどのように考えるか。 

 

基盤整備（インフラ整備率９０％→１００％）に関する意見 

① 基盤整備は、コストをかければ達成できるものであり、NTT

の試算では１．５兆円で可能との資料もあるが、コストパフ

ォーマンスで考えた場合、基盤未整備エリアには超高速

ブロードバンドの需要・必要性が、人口的にも需要的にも

ビジネス採算的にも存在しないと考えている。 

② 基盤整備コストを、総務省の光の道基本的方向性では、

IRU に基づく公設民営方式の活用等による整備としている

が、この方式は国の支援で地方公共団体等がインフラを

設置し、民間業者がサービスを運営する方式と理解して

おり、既存の通信事業者の他に新たなインフラ整備事業

者の必要性が分かりにくいと考えている。 

③ 国の支援ということは、投資コストを政府保証債等で調達

するのであれば、コスト負担の肩代わりを国家財政がする

こととなり、納税者の国民に重いツケがくることとなり、人

口的にも需要的にもビジネス採算的にも必要性の少ない

基盤未整備エリアでは、そこまでしてのインフラ整備率９

０％→１００％を望んでいないと考えている。 

④ また、公設民営方式では、人口的にも需要的にもビジネス

採算的にも必要性の少ない基盤未整備のルーラルエリア

での基盤整備事業者によるインフラ整備の優先度は低く、

２０１５年度までの基盤整備の困難性はあると考えてい

る。 

   ２０１５年の目標についても、２００９年末の「ＩＣＴと地域分

野の成長戦略＜原口ビジョン＞で、２０２０年までにすべ

ての世帯でブロードバンドサービスの利用実現」としてい

たのを、なぜ急に目標を２０１５年にし、併せてＮＴＴ民営化

の検証・総括なく経営形態の見直しを急ごうとすのかの説

明がたりないように考えている。 
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２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

２．超高速ブロードバンドの利用率（３０％）を向上させるために

は、低廉な料金で利用可能となるように、事業者間の公正競争

を一層活性化することが適当と考えられるが、NTT の組織形態

の在り方も含め、この点についてどのように考えるか。 

 

利用促進（サービス加入率３０％→１００％）に関する意見。 

① 利用促進は、利用料金や年代・地域にマッチした新しいサ

ービスを提供するなどで解決できる問題ではなく、年代や

ネット端末機器の有無などが大きな問題と考えている。 

② 現在、超高速ブロードバンドの利用率３０％は、生活実態

や生活感覚に直結した使いやすいサービスが少なく、ま

た国民も必要としていないことに起因すると考える。 

  例えば、確定申告などはＰＣに慣れた者でも扱いにくいソフ

トになっているし、税務署に行けば、アシスタントが目の前

でデーター投入してくれている。過渡期の措置とは言え、

確定申告ソフトの使いやすさがあっての利用率向上と考

えている。 

③ 新プラットホーム（新しいハードやサービス）がでても、購入

費用の問題・使い慣れ不足・既設代替えあり等で各々が

解決しており、超高速ブロードバンドの利用促進が伸び悩

んでいると考える。いわゆる、キラーアプリケーションがな

いと考えている 

④ しかし、その解決を、総務省の光の道基本的方向性では、

公正競争促進による料金低下や医療・教育・行政などの

規制緩和やＮＴＴ東西でのアクセス規制緩和などで利用促

進をするとしているが、ＮＴＴ東西でのアクセス規制緩和

は、自らの負担でインフラ整備をしてきたＮＴＴ等は、過去

の時間とコストが経営デメリットとなり、自らインフラ整備し

ていない事業者は、ＩＲＵ方式により保護された新規参入

のメリットがあると考えられるので、このようなトレードオフ

の問題整理を優先すべきと考えている。 

⑤ このように、立場の違いでメリット・デメリットが混在するトレ

ードオフの場合は、選択肢のすべてのメリット・デメリットを

考慮する必要があるが、今までの政府と与党（自民・公

明）で２０１０年度にＮＴＴの経営形態の見直しを行うとい

う、原点にもどった検証・総括が、民主党政権で白紙撤回

となり、十分な検証・総括はされなくなったと考えている。

そのためトレードオフの解決やＮＴＴの組織形態の在り方

は、この検証・総括で行い結論を得るべきと考えている。 

いきなりＮＴＴ東西でのアクセス規制緩和ありきで議論すべ

きではないと考えている。 

３．付記 

① 上記１＆２の意見は、私が関係する「生涯学習講座」や「自

治会」や「通信事業会社ＯＢ会」などでの、日常生活での

超高速ブロードバンドの必要有無も踏まえた多数の意見

と考えている。 



② 人口統計で３０％強を占める６５歳以上の国民の生活感覚

からの意見として、納税したお金の使用で、公設民営方式

等による超高速ブロードバンドのインフラ整備率９０％→１

００％やサービス加入率３０％→１００％を強いるは次の

理由でやや問題ありと考えている。 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

（１）基盤整備未整備エリア（１０％）の考え方 

  基盤整備の遅延している残り１０％の未整備エリアについて

は、整備のために１兆円を上回る投資額を必要とする上、ブロー

ドバンドサービス利用による採算ベースに遠く及ばないことが予

想できる。 

  これらの地域は、山間部や離島、過疎地域が多く利用者の多

くが高齢化しており高度なブロードバンドサービスを自ら業務で

利用する頻度は少なく、電話と地上デジタル放送以外は、医療、

介護、教育、地域情報配信等の公共サービス利用が殆どである

と考えられる。 

  これら未整備エリアのインフラ構築は、光ケーブル、ＨＦＣ等

の架空設備の架設距離が長く、狭隘で作業環境の悪い地域が多

いため、電柱、管路等を含む屋外設備を既存の電力、電話、

CATV ルート等を優先的に利用していくことが必要である。 

 

（２）インフラ設備構築の多様性について 

 有線設備によるブロードバンドインフラ設備の構築に対し、ワ

イヤレスアクセスによるインフラ構築のコストが検討の結果、安

価であると判断される地域は、災害に強い安定した通信サービ

スの提供が可能なワイヤレスアクセス方式によるインフラ構築を

選択するべきである。 

  これら対象エリアの既存インフラは地域毎の通信事業者の整

備状況や利用者の構成、地域性により異なるため、対象エリアご

とで主となる事業者を選定し公的支援の元に計画的で無駄の少

ないインフラ構築が必要と考える。 

 

（３）基盤整備に向けた公共サービスの準備について 

  都市部と異なるこれら未整備エリアでのブロードバンドを利用

した公共サービスは、医療施設や介護施設等の少ない地域性か

ら遠隔医療対応や救急医療体制に関わる画像を利用した通信

設備が必要となる。また、公共機関への各種申請処理や教育、

地域活動を支援する画像、データの配信サービスや双方向での

コミュニケーション利用等遠隔地域に求められるサービスの充実

が必要である。 

  これらの公共サービスや地域情報等の情報コンテンツの充実

が地域住民の利用促進に繋がる最も重要な事項であり、構築し

ても利用されない「光の道」という状況とならないために必要な手
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立てであると考える。 

 

（４）利用者側の立場に立った情報系端末整備について 

  残り１０％の未整備エリアにおいて今後、ブロードバンド利用

率を向上していくには、機器の接続設定等を容易にできるよう情

報家電機器の更なる機能向上が必要である。 

 

（５）利用者側の立場に立った通信事業者の対応について 

  残り１０％の未整備エリアにおいて今後、ブロードバンド利用

率を向上していくには、情報家電を含む通信機器端末の接続設

定や不具合に対する質問や要望に対応と支援がワンストップで

行える通信事業者側の対応強化が必要であり技術の向上に継

続的に追従できる技術者の育成が各通信事業者毎に必要となる 

と考える。 

 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

（１）超高速ブロードバンド利用率向上の基本的考え方 

  企業やＩＣＴ事業関係者を除く一般利用者にとっての超高速ブ

ロードバンドの利用を促進するためには、①手頃で適正な利用

料金、②豊富なコンテンツが絶対条件であるが、利用率が向上

すればするほど、そのサービスの品質と安定性が重要となる。 

  ＮＴＴ東西会社の市場独占による公正な競争の阻害を懸念

し、電柱設備の利用方法のガイドライン策定や他事業者との相

互接続ルール運用等現在まで諸施策が実施されてきたが、ＮＴＴ

東西会社側だけの問題ではなく相互に接続し通信サービスを提

供する事業者の体制や運用面においても課題が多い。 

 

（２）ＮＴＴ東西会社アクセス網の光化について 

  ＮＴＴ東西会社が保有するメタル設備の保守費用はＮＧＮによ

る光化展開と並行して大きな設備投資となっている。これらのメタ

ル設備は現状の需要数を維持するため老朽化した設備の更新

や統合整理等を行い現状のサービスの提供維持を行っている

が、災害時や一般工事による設備故障等を含め設備保守運用 

上のコストが大きな負担となっている。  

  減少傾向にある一般加入電話回線を全面的に光化し、ＩＰ電

話化するような思い切った法的施策を実施することでメタル系技

術者の不足や施設維持コストの課題が一部解決できる可能性は

高い。  

但し、現状一般電話機だけの加入者宅についてドロップ光ファ

イバによる引込線に張替えを行い、ＩＰ電話のためのＨＧＷやＶＯ

ＩＰ機器の設置が必要となる。この際の機器レンタル料金の負担

を各加入者に強いるのか公共サービスとして公費で負担するか

判断が必要となる。公費負担とした場合、既にＩＰ化を自費で行

い、端末設備の機器レンタル料を自費負担している加入者に対

する説明が必要となる。メタル設備の一掃についての論議にこの

点について加味されていないことが大きな課題でありユニバー



サルサービスの扱いとともに早々に決定が必要であり通信設備

や通信事業者の分離分割と合わせて検討するべき重要な課題

であると考える。 

  現在保有のＮＴＴ東西会社のインフラ設備についてスムーズ

な光化マイグレーションを実施していく上でＮＴＴ東西会社の構造

分離実施は、組織構造上更に複雑にする恐れがあり問題が多い

と推測できる。 

 

（３）ＮＴＴのアクセス網分割や部分貸出によるデメリットについて 

 ・アクセス網の一部回線の他事業者貸出を行う場合、その設備

の構築時や維持運営上のコスト負担を軽視しており、投資にお

けるインセンティブを奪うに等しい行為であり公正な競争に該当

しないと考えられる。 

 ・アクセス網を複数の事業者で運用する方式では、採算性を重

視するため過疎地域でのブロードバンド化をユニバーサルサー

ビスとして実現できない。（事業者間の競争原理によりエリアによ

るコスト差が拡大する） 

 ・光配線系設備の部分貸出を拡大する場合、架空接続クロージ

ャ内の心線収納やスプリッタモジュール等を貸出用途別や事業

者別に分離する必要があり、クロージャ内部の複雑化と回線確

認や接続作業の負担増加に繋がり、結果としてサービス提供上

のコスト上昇の一因となる。 

 ・複数の事業者管理による回線が輻輳したケーブルを道路拡

幅や橋架け替え等支障移転工事を行う際、回線の借用が困難と

なり切替工事に長期の期間が必要となり、サービスの低下に繋

がる。 

 ・光配線系設備を複数の通信事業者で相互に接続し構築した

場合、災害時の復旧作業を行う場合、回線の故障位置判定や故

障修理時の材料及び作業者の手配等複雑となるため災害等支

障時のサービスの低下が予想される。 

 ・複数事業者を経由した回線貸出を行った際、使用するシステ

ムの用途や伝送回線性能上の規格が不明確となり回線故障発

生時に適切な復旧ができない。 

 ・回線管理を複数の通信事業者で行う場合、回線使用者（お客

様）の情報の取扱いが困難となり回線切替時や災害復旧時の回

線確認等対応が困難となる。 

 ・ＮＴＴ東西の屋外設備について各地域の気候風土に合わせた

設備規格を定め暴露試験等の耐久性確認を実施した上で長期

の使用に耐えうる構造物構築を行ってきたが、今後、複数事業者

がコスト優先の考えによる独自規格で設備を構築する場合、安

価であるが短命で信頼性の低い設備となる危険性が高い。 

 

 

 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

使いたい人がいるのに基盤が整備できていない状況は改善しな

くてはならないが、使いたい人が少ないのに過剰な基盤整備を

する必要はない。これは未整備エリアに限らず全体に対して言え

ることである。 

そもそも使いたいサービスのために人はインターネットを利用す

るのであり、サービス面の充実化を十分に考慮せずに、とりあえ

ず基盤だけ過剰に整備するという考え方には賛成し難い。 

「インターネット利用率」と「利用目的」に応じて合理的な基盤整備

を行うべきであると考える。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

私も「低廉な料金で利用可能となるように」との意見に同感で事

業者間の公正競争を切望する。 

現在NTT東西の利用部門とNTTコミュニケーションズを合算した

固定系の売上高シェアは約 75％で競争事業者を大きく上回って

おり、とても公正であるとは言えないため、他の競争事業者への

行政上の支援等を緊急に進めるべきであると考える。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社 東電通松山支店６ 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

 現場パトロールにおいて、光プレミアム開通工事の現場で、近

隣の酒屋の主人から光電話にすべてなるのか心配している。総

務省の情報を新聞で見て、いまのままの電話でよい人はどうす

ればよいのか。質問がありました。田舎の町では光化を必要とし

ないユーザーが多いことに気付いた。当然ＰＣ通信は不要のよう

だ。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 都会と田舎のインフラ整備にはかなりの温度差があり、全てを

光化にするのは今の社会情勢においては無理があるのではな

いか。地デジ化の問題にしても来年の８月からはアナログ放送

が無くなりますが、今の社会情勢で全世帯のテレビがデジタルに

変更されるとは思わない。総務省は、ＣＡＴＶ会社に対してデジタ

ル化からアナログ変換して視聴できる方式の指示を出している。 

 同様な事象が電話の世界でも発生するのではないかと危惧し

ている。ＮＴＴ組織の在り方についても、総務省の権限で変えられ

ることが出来るのか、疑問です。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社 半兵衛麸 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

 既に、ＮＴＴをはじめとする通信事業者の努力により、採算エリ

アにおいては、競合する事業者による光サービスの提供が、料

金が安くなってきたことも含め進展している状況にあることは評

価しています。 

 一方、光未整備エリアにおいては、ＮＴＴのような信頼性の高い

事業者に担ってもらうのが良いと思っていますが、ＮＴＴのみにサ

ービス提供義務を課すならば、公正競争の観点からも配慮が必

要であると思いますし、撤退や料金値上げなどの不安定要素を

排除するため、参入にあたって、事業者への支援や補償の制度

を設けるなど、安定的なサービスの提供を保障する環境が整え

られなければいけないと考えています。 

 また、残り１０％の整備にあたり、技術的には既に、固定の光

サービスにこだわる時代ではなく、携帯や無線データ端末などを

併用した代替手段がいくつか考えられるのではないかと思ってい

ます。それぞれの未整備エリアの状況を見ながら、コストなどの

効率性を勘案して、柔軟に検討していくべきではないでしょうか。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 利用普及率が向上しない理由にはさまざまな要因があると思

います。 

 事業所・企業の利用においては、自社の事業システムの高度

化、ＩＣＴ化計画に適したサービスが不足している問題、個人の利

用においては、固定と携帯・無線サービスとの融合に伴う新しい

サービスの普及が停滞している問題、政府・自治体においては、

医療や行政分野における電子化のルール作りや環境整備が遅

れている問題などが要因として考えられます。 

 利用普及率を向上させるためには、こうした技術競争や規制緩

和を促進し、クラウドなどの発展・普及を促すこと、また、携帯端

末のオープン化や、固定と無線の融合など、利用者目線での利

便性の向上を図ることで、固定、無線を問わず、超高速ブロード

バンドのメリットを実用面から訴求することが重要ではないでしょ

うか。 

 ＮＴＴの組織形態を見直し、アクセス網整備主体とサービス提供

主体の分離をはかろうとする取組みは、利用率向上には直接関

係ないことであり、ただコストと時間を費やすのみで、必要ないと

感じます。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド基

盤の未整備エリア（約１

０％の世帯）における基盤

整備の在り方についてど

のように考えるか。 

・既に９０％が整備されているにもかかわらず、その利用率が

３０％である現実からすれば、１０％の整備のあり方が、大き

な課題となることに疑問を持つ。 

・将来、ブロードバンドサービスが普遍化されていく時代ととも

に、残る１０％はその必要性から自ずと整備されていくもので

あろう 

        ・その際には、民間事業者のインセンテイブを高めるような利活

  用の推進と合わせた新たな公的支援も必要と考える。 

・公設民営方式による整備は、そのコスト負担が、税金として国 

民にはね返ってくることとなり、国民の本当のニーズとの整合 

性がない限り問題がある。 

２．超高速ブロードバンドの

利用率（約３０％）を向上さ

せるためには、低廉な料

金で利用可能となるよう

に、事業者間の公正競争

を一層活性化することが

適当と考えられるが、ＮＴＴ

の組織形態の在り方も含

め、この点についてどのよ

うに考えるか。 

 

・超高速ブロードバンドの利用率が向上しない要因として、 

  ①日常生活において不可欠なものでなければ、人はこれを必

要とはしない。現状では、その気運の高まりもなく、そのため

のメニュー（コンテンツ）にも乏しい。 

  ②現在、６５歳以上のインターネット利用率は３６．７％程度で

あり、アレルギー感覚や能力的な問題もある一方、既設代

替えにより困ることはないという現実がある。 

③高齢化、過疎化、核家族化等により、ブロードバンドの世の

中について行けない（行こうともしない）または、必要としない

層が増加している（していく）。 

  等がある。 

・ブロードバンドサービスは、地デジ化の問題とは異なり、人が 

これを必要とするかしないかにかかってくる問題であり、「２０

１５年頃を目途に全ての世帯でブロードバンドサービスを利 

用」する社会の実現は極めて厳しいと思われる。 

・「光の道」を国策として、強引に構築しようとしているかのよう 

に見えることには大きな懸念を抱くところである。即ち、 

・料金の低廉化と事業者間の公正競争を活発化させるために 

はＮＴＴのアクセス網のあり方の見直しが必須条件であるとす 

る意見が多いが、自らが身を削って自前で構築してきたＮＴＴ 

にとっては、経営上のデメリットが大きく,一方、設備を持たな 

い事業者はそのリスクを免れ、ＩＲＵによるメリットのみが発生 

する。 

・元より、第一種電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置 

し、通信サービスを提供する事業と定義されているが、それ 

故お客様志向の事業活動を進めてきたことにより国民からの 
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信頼を得てきた。 

・設備とサービスを分けて競争条理に置くのではなく、これを一 

体的に行う第一種電気通信事業者の存在は、我が国の電気 

通信の発展のためには不可欠であり、そこに不具合があると 

すれば、これまで同様公正条件を担保するよう努力していく 

べきである 

・ＮＴＴのアクセス部門を機能分離や構造分離し、設備づくり専

門の部門または別会社化の方法を選択した場合は、表面的

には公正な姿に見えても、独占的な部門または会社となるこ

とから、技術革新や投資意欲面でもインセンテイブが働か

ず、やがて発生するエゴとおごりは設備づくりから維持管理を

含め、サービス競争を行う対事業者または事業者間に無用

のトラブルを発生させるであろうことが十分に想定される。 

・そのような事態になれば、我が国の国際競争力を弱め、国の 

利益を阻害することにもなる。 

・ＮＴＴは、苦難の中、使命感を持って、戦後の電話の復興に努 

め今や世界の先端を行く技術力により、我が国の電気通信の 

成長・発展に貢献してきた。 

・そのＮＴＴを弱体化し、自らの利益の拡大のみを志向する事 

業者の意見に添った結論が出されないことを望む。万一その 

ような方向性になった場合は、１株主として容認できるもので 

はない。 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 日東工業株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

必要時速やかに対応できる設備状況であれば、現状のままで

良いと思われる。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

利用者側にとって、廉価な提供も必要であるが、ブロードバン

ド利用可能情報の提供が必要である。その情報を元にニーズが

生まれ、事業者間の公正競争も活性化するのではないか。 

ＮＴＴの組織形態のあり方については、窓口の一本化が必要であ

る。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

政府は 2006 年、「ＩＴ新改革戦略」によって全国市町村を、有線

無線を問わずブロードバンドゼロ地域の解消をかかげ、政府財

政支援のもと概ね達成したと聞いている。これにより、どの市町

村の機関あるいは住民を対象にブロードバンドサービスが受け

られるよう、その「手段」を提供することとなった。知る限りどの先

進国にも類例のない政策だが、ＢＢ先進国として一応評価でき

る。 

しかし、今回の光の道構想が、全世帯に光サービスを提供可

能とする基盤整備を、即ち、使うか使わないか分からない処にま

で光を布設するということだとすると、いかがなものか、と言わざ

るを得ない。その理由は３つある。 

一つは、超高速ブロードバンドという言い方にも問題がある。

そもそもブロードバンド、高速、超高速といったスピード感は、各

ユーザーの使用形態により便利さかげんとはマッチしないもので

あり、さらに１Ｍbps,１00Mbps といってもそれは最高速度（限界速

度）をいっているだけであって、各実行速度は相当異なり、時に

は逆転する事もある。常に高速大容量が勝ることは当たり前であ

るが、経済原則のもと、その間に線を引く事には謙虚であるべき

である。 

二つ目は、ブロードバンドサービスは所謂ライフラインとしての

インフラではないことにある。生活のライフラインは、電気、ガス、

水道、電話、郵便であることは国民のコモンセンスであると思う。

ブロードバンドサービスは、基本的に希望者が、生活の価値観と

財布の中を相談しながら自分の意志により選択していくものであ

る。一方、提供者は採算性を見ながらサービスエリアを拡大して

いくという市場経済に基づくサービスでなければならない。 

三つ目には、3.9Ｇ、ＬＴＥ等近年の無線技術の発展は目を見張

るものがあり、これからの超高速ブロードバンドサービスのインフ

ラは光の専売特許ではない。むしろ、無線のアプリケーションサ

ービスは有線より先行し、有線サービスを受けない加入者も増え

始めている。光と無線とＣＡＴＶは、それぞれの特徴を発揮しなが

ら、各利用者に市場原理により浸透していくものである。 

地方部の学校、病院など公的機関へのＩＴインフラを税金によ

って支援する事はあったとしても、それを越えてこのような超高

速基盤整備に、強権と補助金によって政府が介入してはならな

い。観客のいないスピードレースを開催するようなものである。Ｊ

ＡＬ不採算路線や簡保の宿問題同様、後世誰の責任か分から
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ず、結果的に税金や事業費の無駄使いにならなにとも限らない。 

さらにいえば、時期がくれば、銅通信ケーブルの光への更改

は、その物理的、経済的寿命（保守、運用など）により、通信事業

者の経営意志により成されるものであるが、これは一部アナログ

サービスの廃止を伴うであろうから、少なくとも、自然体で過半が

光サービスに移管してからでないと困難であろう。   

いずれにしろ、光の道は、行政の作為によってなされるもので

はなく、経済寿命、市場原理により事業者の意思できあがるもの

である。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 本義論の発端の一つになっていると思われるＮＴＴ光加入者ケ

ーブル/サービスの寡占状況を招来したのは、総務省の誤った政

策に起因する。即ち、2000 年頃には通信サービスを行うＣＡＴＶ

事業者を含めＮＴＴ以外の通信事業者（以下ＮＣＣＴと呼ぶ）は、Ｎ

ＴＴを凌駕する光配線設備の布設を行い始めた。しかし、01 年総

務省は、ＮＴＴの光は支配的設備であるとして「アンバンドル規

制」と称して、官製一率料金でＮＴＴに光心線の貸し出し義務を課

した。その結果、多くのＮＣＣＴは光投資はやめ、投資リスクのな

いＮＴＴ心線を借りることとなった。 

04 年通信電線線材協会は、麻生総務大臣（当時）に、民・民の

心線貸し出しへの規制の撤廃を要請したが、それは是正される

こともなく現在に至っている。総務省は、それによりブロードバン

ドサービス最先進国となったと胸を張ったが、反面、設備、サービ

スの垂直統合型のＮＴＴに対抗しうるＦＴＴＨ事業者の発展を阻ん

だ弊害は大きい（ケーオプティコム及び一部ＣＡＴＶ事業者は

別）。ＮＴＴの過去から継承するライトオブウエイは管路と電柱で

あろう。ブロードバンドサービスに供される光ケーブルや局内設

備は同一条件下での競争環境と言える。失った時間と大きなイ

ナーシャは戻らないが、速やかにアンバンドル規制を撤廃し、垂

直統合型のＦＴＴＨ事業者のインセンティブを阻害してはならな

い。 

欧米の識者は、ＮＴＴの光２０００万加入目標はよくやるもの

よ、一体採算がとれるのか？というのが素朴な感想である。採算

にのるサービスの伴わない光インフラ先行は本来慎重であるべ

きだ。投資のリスク負担、運用維持の経費負担、株主の期待など

に企業は責任を持たねばならない。 

そもそも、利用率の向上、低廉な料金云々、という課題設定は

いかがなものか？何処の国の何を念頭において言っているのか

理解に苦しむ。需要を上回る供給があれば利用率が上がらない

のは当然である。ブロードバンドインフラを使う様々なサービス

は、キャリヤーを始め様々なセクターが開発する多様なサービス

の集合体である。各々赤字サービス垂れ流しは許されない中

で、市場にマッチした採算性のあるサービスが開発され、伸張し

ていくのあって、それ以上でも以下でもない。 

ＮＴＴの経営形態に関しては、そろそろ事業計画、役員の認可

などの政府規制の源である会社法を廃止または規制色を緩和



し、事業法と公取法、消費者庁の管轄下で、自らの経営を考えた

らよい。ＮＴＴ民営化の際できたＮＴＴ会社法は、競争環境がなか

った時のものである。今や有線も、携帯もさらにはアプリケーショ

ンサービスも大競争時代になり、会社法の役割は大層終えてい

るものと思料する。政府保有株式も暫時売却し、法律以外の政

治的、行政的影響力が及ぶ事のないようにした方が良い。売却

益は赤字財政の補填にもなり一石二鳥であろう。 

それにより、ＮＴＴグループは堂々とワンストップショッピングが

できるようになり、柔軟な企業間連携など自由度が増すだろう。

ある特定分野でＮＴＴの自然寡占が生じたとしても何等問題ない

ことは、他国、他例を見ても明らかである。検索分野でグーグル

が圧倒的シェアをとったとしても、それ自身だからおかしいという

事にはならない。ＩＣＴ技術の発展は文字通り日進月歩である。今

や、競争環境の人工的、作為的整備は、市場に歪を生み、ユー

ザーに不便を強い、結果的に良いビジネスモデルの誕生を阻害

する懸念がある。 

ＮＴＴのビヘイビアにも問題がある。はたがとやかく言う前に、

国内最大キャリヤとしての自覚を持ち、国際競争力の観点も踏ま

え、経営形態など自らの意志を明確に主張すべきであろう。少な

くとも行政等その他関係者は、それを聴いた上で、合理的異論が

あれば（利己的異論に非ず）大所高所から大いに議論したらよ

い。市場原理を重視してもらいたい。 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 北陸電話工事株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

（1）未整備エリアは人口構成上 65 歳以上が 3 割を超えるような

高齢者世帯が中心の地域が多く、お客様の視点で見ると、ピンポ

イント的な行政拠点・学校等での実需はあるとしても、面的にまと

まった実需の期待できる地域ではない。競争上の視点（事業会

社株主の立場）から見れば出来るだけ競争相手にコスト（リスク）

を負担させ、自らは投資に参加したくない地域である。資本の効

率を求める民間会社に見合わない投資をさせるためには、見返

りとしてサービスの地域独占、コスト割れ分の公的補填等何らか

のメリットを与える（規制を加える）必要があるが、これでは世界

的な民営化の流れに逆行する前時代的な政策となってしまう。 

（2）またこれらの地域はブロードバンドサービスの格差是正のた

めに、既に国の支援策（補助金）等を利用し CATV 施設等が整備

されている地域も多く、これらの資産（設備及び運営事業者）も活

かしつつ、ブロードバンドサービスを無理なく拡大して行く視点も

大切と考える。 

（3）一方、グローバルな視点で見ると、旺盛な需要に支えられ、

無線技術、マイクロチップ化技術等の進展は目覚しく、新しい無

線チップを搭載した端末、経済的な基地局等の商品化も期待さ

れ、FTTH のみに着目するのではなく、その時々で、最新の通信

手段の中から用途に相応しいものを選択して利用できる自由な

環境を整備しておくことも重要と考える。 

以上の観点から、強制的な制度の枠組みで実現を図るのでは

なく、関係者が進んで参加できる環境を整備しその建設的な判断

を尊重し、必要により行政拠点・学校等の整備には公的支援策

等も組み合わせて進めることが望ましいと考える。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

（1）サービスの利用は先ず「必要か（使いたいか）」が重要であ

り、いくら安くなっても要らないものも多い。ブロードバンドサービ

スについても利用していない世帯も多く、またサービス内容が各

媒体によって異なることもあり ADSL、CATV、等 FTTH 以外を利

用している世帯でも、安くすれば移行は増えるとは思われるが、

その選択の理由は必ずしも料金のみとは言えず、料金による誘

導には限界がある。 

（2）普及策として加入電話を IP 電話に巻き取ることも考えられる

が、この場合、現在の加入電話の位置づけ（重要性）が、普及拡

大期に比べ大きく変わってしまっていることを考慮すべきである。 

 普及拡大期には一家の唯一の重要な通信手段として加入（固
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 定）電話が持っていた「人と人との通信（通話）」機能はほとんど

携帯電話に移行し、加入電話はその本来の役割を終え「セール

スの電話しかかかってこない、無用の長物」的になってしまって

いる家庭も多い。現在のような利用状況を前提とすれば国民に

最低限確保すべき通信手段（ユニバーサルサービス）としてはむ

しろ携帯電話が相応しいと考えられる。 

 また、巻き取る場合でも、既に公的支援等により整備されてい

るCATV設備や通信事業者が自らリスクを取って整備している光

ファイバー設備等の既整備設備も生かし、利用実態に見合った

負担の少ない方法で進められることが望ましい。 

（3）民間企業である限り、実需が充分ある地域では競争による料

金の低廉化は期待できるが、コスト割れする地域ではむしろ撤退

の自由を求めるのが普通であり、通信設備のように長期に渡る

回収リスクが伴う投資を誰か他者に負わせたうえでの事業者間

の公正な競争など成立し得ないと考える。 

 設備を一括提供させれば安くなるとの論理は、旧国営企業（国

鉄等）の歴史を見ても明らかなように、間違った論理であり、むし

ろインフラ事業を生かした関連事業を幅広く展開し、事業の多角

化により経営の安定化を図り、料金水準の維持・低減に資するこ

とが正しい選択であることを、民営化の歴史が示している。通信

事業においても事業者間の設備競争を含む広範な競争による事

業の活性化が望ましく、設備競争を回避する公団方式は時代錯

誤であると考える。 

 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

理想的には、超高速ブロードバンドが、将来どの地域において

も使用可能になることが望ましい。しかしながら、現行のブロード

バンドシステムは、既存の電話線や電力線と同じ類のライフライン

であると位置づけて展開することは、ニーズや使い方から考える

とやや無理があるのではないか。その意味で、地域における必要

性を整理した後、残る 10%の整備を行うことが望ましい。結果とし

て、真に安定したインフラ提供を国民が受けることが可能になると

考えられる。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

■現在の超高速ブロードバンド利用率が 30%程度ということで、

いっそうの向上が期待される。ここで、利用率が向上しないの

は、多くのユーザのニーズにマッチしたコンテンツ・アプリケーシ

ョンが少なく、またそれらが安価でないことが利用率向上を阻害

しているのではないか。超高速ブロードバンド利用料は、従来に

比べ、比較的安価になった一方、有料TV契約料やコンテンツ・ス

トリーミング・アプリケーション購入料金は、かなり割高であり、ト

ータルコストとしては、結局、高く見えていると考えられる。 その

意味で、利用率向上のためには、インフラ使用料と、コンテンツ・

アプリケーションのクオリティ・価格を並行して議論すべきであ

る。 

■NTT はこれまでに分社化が推進され、相当にスリムになったと

思われる一方、大きな投資の必要な、競争力のある技術開発が

展開しづらくなり、弊害も見受けられるようになってきている。組

織分割等が行きすぎると、光ネットワーク展開を先導したときに

行ったような、集中と選択が困難になり、世界をリードする次世代

の技術開発と一貫性のある事業展開が難しくなるのではない

か？ この点、日本の通信事業・インフラをどの組織が率先して

牽引していくことができるのか、を考える時期である。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

１．国家として情報インフラを整備・建設・保守することが重要で

あると考える。（情報通信は国家の基本である） 

２．構想としては、賛成であるが、民間企業に競争でその整備を

させることは、結果としてエリアごとの違いが生じ、全国同一の

サービス提供が出来ないと考える。 

３．5 年間で全国構築をするには、技術者の確保が困難である。 

また、その資金の調達も現状の景気動向では無理と思われ

る。 

４．民間企業では、利益の出ない地方へのインフラ投資は困難で

あり、１００％の整備には、NTT 以外にできないと考える。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

１． 低廉な料金設定は必要だが、インフラ構築の費用と一定の

料金は利用者が負担すべきと考える。（情報は無料ではな

い） 

２． 通信インフラは国家管理とし、これを利用してサービスを提供

する民間企業が回線使用料を国に支払う方式が望ましいと

考える。 

３． 現在の光通信網でも、地方には整備されていない。 

４． 従って、NTT を統合し、国営企業とすべきと考える。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 四日市商工会議所 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

 

 ブロードバンドというネットワーク基盤のあり方が中心となって

いる様に見られるが、そのネットワークを国内でどう利活用し

ていくのか、というソフト的な話をもっと活発にして欲しい。拙速

な結論を出すのでなく腰を据えた検討を望みたい。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 

三重はCATV 普及率が全国的にも高く。光化１００％の主体を

NTTに委ねるとすればCATV会社の事業継続が困難になるので

はないか。 

地方の実情に合わせ、地方の事は自らが決めていくという目線

が必要だと思う。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 電子情報通信学会 規格調査会 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速ブロードバンド基盤の未整備エリア（約１０%）の基盤整備

の在り方については、ワイヤレスブロードバンドの適用を考慮す

べきであると考えます。１無線基地局が多数の加入者を収容可

能であることから、ワイヤレスブロードバンドの適用が効果的であ

り、各加入者宅への支線系配線が不要となり、投資コストの低減

が可能となります。また、移動体サービス（携帯サービス不感地）

や地デジ放送ギャップフィラー等の条件不利地域の解消手段とし

ても RoF,DRoF（これらについては項目２で説明）は有効な手段と

考えますので、これらの観点についてもあわせて御検討いただき

ますよう希望いたします。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能とな

るように、事業者間の公

正競争を一層活性化す

ることが適当と考えられ

るが、ＮＴＴの組織形態

の在り方も含め、この点

についてどのように考え

るか。 

 

資料 「光の道」構想実現に向けて -基本的方向性-

（000066358.pdf）に記載されている競争政策によるサービスの発

展・料金の低廉化の取り組みは、重要な事項であり、これを強く

支持します。 

ブロードバンド利用率 30%を 100%に持っていくための方策として

も、ワイヤレスブロードバンドの適用を考慮すべきであると考えま

す。すなわち、 

①すべての家庭や事業所への光ファイバ加入を 100%にする必要

はなく、ワイヤレスサービスを含めて 100%以上（移動を含めた

全加入数見合いでは、300%に相当する加入者率）にしていけ

ばいいと考えます。 

②光ファイバ上におけるワイヤレスサービス方式の導入について

は、現在のところ、ブロードバンド加入し、ディジタルデータ形

式による無線機器の設置が主であります。しかし、この方法を

使用すると、ワイヤレス方式技術（特に電波型式）発展のテン

ポが早いため、無線機器設置とその更改のための投資が大き

くなってしまいます。電波型式の将来発展の自由度を確保する

ため、光ファイバ上では、電波をそのまま、あるいは電波の中

間周波波形をディジタル伝送可能な RoF 形式（付図の図 1）あ

るいは DRoF 形式（付図の図 2）を使用し、電波形式が変更に

なっても基盤設備がそのまま使用可能となるような汎用

FTTA(FTTC)の導入が望ましいと考えます。 

③上記の実現のため、光ファイバを帯域として利用可能な方策

(RoF、DRoF 等)を考慮していただくよう提案します。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

『光の道』構想は日本を中長期的な成長軌道に乗せる政策であ

ると高く評価しております。しかしながらその進捗は捗捗しくなく、

特に「グローバル時代における ICT政策に関するタスクフォース」

（以下、「タスクフォース」と称します）での入口議論に時間がかか

っているのは問題があると思います。ここでは提示されている

「１．超高速ブロードバンド基盤の未整備エリア（約１０％の世帯）

における基盤整備の在り方についてどのように考えるか。」、

「２．超高速ブロードバンドの利用率（約３０％）を向上させるため

には、低廉な料金で利用可能となるように、事業者間の公正競

争を一層活性化することが適当と考えられるが、NTT の組織形

態の在り方も含め、この点についてどのように考えるか。」に共

通の意見としてタスクフォース等の委員選定の在り方について意

見を述べさせていただきます。 

 

  今回、このように革新的かつ重要な構想が大臣から明確に示

されているにも関わらず検討の進行が遅い理由として、委員の

中に大臣構想に異を唱える人が散見され、まとめに時間がかか

っている印象が拭えません。その根本的原因としては、今回のタ

スクフォース委員は大臣からミッションが明示される前に選定さ

れていることが挙げられます。従前のいわゆる「審議会」であれ

ば多様な意見は必要であり、むしろ歓迎されるべきものであると

思われますが、「タスクフォース」という形であればミッション達成

のために意を一つにすべきものと思われます。 

  したがって、少し遠回りかもしれませんが、今回のタスクフォ

ースの各委員に「光の道」構想の主たる方向性に対して賛同か

どうかを再確認し、結果によっては委員を再選別することが本構

想の推進のために必要であると考えます。 

 

  また、今回のタスクフォースに関して審議過程等のできる限り

のオープン化が図られている点についてはまだ不十分な点もあ

るものの一定の評価ができますが、そのスタート点である委員の

選定については全く不透明であると思われますので、委員の選

定について単に「学識経験のある者」といったことだけでなく、選

定の過程、基準、判断理由を明確にすべきであると考えます。 

  例えば一部の部会では特定の利害関係会社の社員が委員と

して加わっておられますが、こういった極端な例は別としても例え

ば部会ごとに利害関係者の参加を是とするのか否とするのかを

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 
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明確にし、もし「否」とするのであれば関係者の排除を徹底し、

「会社（または大学等団体）としての利害関係はあるが意見等は

個人としての識見」といったあいまいな形でなく、明確に「特定企

業と取引関係（大学への研究費等を含む）がない」ことを誓約さ

せることが必要であると考えます。 

  さらに、委員としてジャーナリズムを本業とされる方も何名か

散見されますが、ジャーナリストの委員起用については疑問なし

としません。ジャーナリストの方を全て排除するべきであるとは考

えませんが、このような構想に沿って何かを作り上げるということ

とジャーナリズムはそもそも目的が異なるので、もし何らかの理

由で入れるのであれば少くとも「本件についてはジャーナリスト活

動に利用しない」といった制約を課すことが必要であると考えま

す。 

 

以上、よろしくお取り計らいいただき、早期に『光の道』を実現でき

ることを願っております。 

 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

  未整備エリアは、当分の期間において採算の合う利用が見込

めない地域が残っていると思われ、貴重な税金をインセンティブ

と称してつぎ込むことは、疑問がある。想定される多くの利用者

は、高齢者なのではないか。今後５年〜１０年程度で、光アクセ

ス網を整備する投資に見合う利用があると考えがたい。日本の

ブロードバンドのエリアカバーは、光で 9割に達しており、

既に世界最高水準である。これ以上のブロードバンドへのア

クセスは、光にこだわらず、CATVや無線など多様で経済性が

見込める手段を検討すべきである。低利用のためかえって料

金が高騰化してしまうことが危惧される。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 利用者の利便性向上やイノベーションは民間企業間の切

磋琢磨による競争の中から生み出されるものであり、これま

で通りの競争政策を継続すべきであろう。通信サービスの利

用に当たっては、多くの利用者が、電力会社、通信会社、CATV

などから、品質の優れたサービスと料金を比較し選定している。

もし、ＮＴＴの光しか選択肢がなくなれば、料金が低廉化せず、

サービス内容の競争もなくなりユーザとして困る。今まで通り、

複数の企業が競争して、サービス向上と料金低廉化を図って頂

きたい。 

 利用率の向上は、インフラと法制度などの問題のほかに、全

国民が使いたいあるいは使わざるを得ないコンテンツの普及促

進も重要であるが、さらに、その際に、全ての国民が平等に利

用できるような、ユニバーサルインタフェースの提供と、国民の

ネットワーク・コンピュータリテラシ教育の充実が不可欠である。

しかしながら、現時点では、インターネットは一部のアーリーア

ダプターのみが安全かつ自由に使えているに過ぎず、従来の電

話網とは状況が大きく異なる。このことをふまえると、拙速な利

用率向上に向かうのではなく、国民がそれぞれの情報リテラシ

にあった多様なチャネルや方法で情報へのアクセスができる情

報社会を見据えて、総合的に情報通信基盤のデザインをすべき

であると考察する。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 インテル株式会社 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

「光の道」－基本的方向性－では、想定される技術として、FTTH, 

HFC そして、無線ブロードバンドが考えられているが、無線ブロ

ードバンドについては、光ファイバが施設困難な場合において一

定の代替的役割が期待できるとされているだけである。我が国

は移動通信で世界をリードする技術レベルに達しており、また、

ワイヤレスは、モバイルなど自由な移動を担保でき、利活用に優

れること、さらに地理的条件や経済的優位性の観点から、ワイヤ

レスブロードバンドを並列共存して整備することを「光の道」構想

の中に十分織り込む必要があると考えます。 

すべてのワイヤレスはどこかで、固定とつながる必要があるこ

とを考慮にいれると、「光の道」として、FTTH 等とブロードバンド

ワイヤレスを並列共存して整備することを考える事は、必然と言

え、それぞれの優位分野を発揮することで、更なる利活用を進め

ることにもなるだけでなく、ワイヤレスブロードバンドを、中山間地

域以上のところでは、FTTH よりも先に整備することによって、早

期のデジタルデバイドの解消や遠隔地での超高速ブロードバン

ドの利活用の新たな用途が考えられます。 

そこで、まずは、現在実現されている技術を活用して最大伝送速

度として全国規模で 30 Mbpsの実現をFTTHなどと並列共存して

整備推進すべきと考えます。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 宮城県 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

市町村が光ファイバを整備し，ＩＲＵ契約に基づく公設民営方式

で民間電気通信事業者に貸し出す場合，市町村が負担する保守

費用や電柱共架料などのランニングコストは電気通信事業者か

ら支払われる光ファイバ使用料ではまかなえないのが一般的で

あるほか，将来の施設更新費用も高額に上ることが懸念される

ことが，市町村が事業化に踏み切れない大きな要因となってい

る。 

 ブロードバンド未整備エリアは，地形的，社会的又は経済的条

件が特に不利な地域が多いことを考慮すれば，デジタル・ディバ

イドの解消を推進する観点から，初期費用に対する国庫補助制

度に加え，市町村と電気通信事業者の費用負担ルールの見直し

やランニングコストに対する財政支援の導入など全国的な視点

で負担の公平化を図るための制度が必要である。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

電気通信事業者が，パソコンを利用したインターネットサービ

スを必要としない利用者のニーズや利便性向上に配慮し，ＩＰ電

話やテレビ番組の放送，オンデマンドの映像送信など必要なサ

ービスのみを選択できる柔軟なサービスメニューを展開すること

により，光ファイバの有効利用と利用者の拡大が図られ，利用料

金の低廉化にもつながるものと考える 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

項目２の利用率向上について、超高速ブロードバンドサービス

を低廉な料金で提供するには事業者間の競争が必要となってい

ますが、どのような競争状態が必要なのかが明確ではありませ

ん。 

 

光を普及させるには、ケーブルのみならず、地下管路、電柱、

接続 BOX、接続装置、保守装置等が必要になってきます。これら

の整備について競争させるのであれば意味があるのでしょうが、

競争の後、民間事業者が整備した後になって、公平性だと言って

開放せよと言うのであれば、民間事業者の設備投資意識が薄れ

るばかりか、設備保守についても影響があると思います。 

 

保守料金として正当な料金が見込まれたとしても、大規模災害

時、国家危機の場合等、誰が主となって復旧するのでしょうか？ 

 

民間と公共の立場を場合により使い分けたような話では納得

できないし行政不信が募るばかりです。結局、税金で全て面倒見

ることになって、上手くすり抜けた事業者だけが利益を持ち去る

ことになるような気がしてなりません。 

 

利用料金の低廉化と言いますが、日本は世界的にも超高速ブ

ロードバンドの最安値水準だと思います。これでも普及率が低い

のは、魅力あるサービスが提供されていないからだと思います。 

注力するのは、住民が必要とするサービス、なくてはならない

サービスを自治体等が積極的に導入し、情報立国日本と言える

姿を作ることだと思います。 
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最後に、公共水道にしても普及率 100％ではないですし、下水

道は目も当てられない状況です。このような中で、なぜ、民間が

提供しているサービスについて 100％を目指すのかが分りませ

んし、NTT の組織形態が影響するとは思いません。 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

これまで、超高速ＢＢに関する物理的設備は、ＮＴＴ、電力会

社、ＣＡＴＶ会社等で受益者負担を原則に切磋琢磨をしながら長

期に亘る計画に基づき投資を行ってきた。一方では１０年ほど前

から行政が「地域イントラ構想」の名のもとに莫大な税金を投入

し、ちぐはぐな繋がらないネットワークを構築してきた。この地域

イントラをＮＴＴ等の専門技術集団（会社）に任せておけば既に１０

０％の物理的環境は完成していたものと推測出来る。 

このことでも分かるように現在、物理網を保有している企業が

死に物狂いで真の国益や収益性等を考え努力することが最良

で、ＮＴＴからの分社や第三セクター等で行わせることは非常に

危険と考える。 

例えば、物理的な設備（光ケーブルや構成機器）の研究開発を

誰が行うのか、また地震等の大規模災害に対する、設備構築の

在り方の整理等は永い経験に基づき出来ることであり、もしこれ

らの事が考慮されておらず首都圏等に災害が発生した場合、固

定網は３～４ヶ月は通信不能に陥り、こうなると日本の国が崩壊

すると懸念される。 

何故、急に僅か１０％の未整備エリアの事が議論の中心にな

るのか、いろいろな情報を素人なりに理解をすると、誰かがカッコ

よく自分の考え方を押しとおすため、「人の褌で相撲を取る」為の

奇弁としか思えない。 

もっと遡って言えば、何故、電電公社を民営化したのか、当時

は「行政改革」の名のもと専売や国鉄のような言っては失礼にな

るが単純な作業は効率化だけ追求をすればいいが、国家の神経

である通信まで民営化したことの理解が出来ません。 

また今回、これをもとに戻すような不毛の議論を続けるのです

か理解が出来ません。 

以上のことから現在の設備保有者に「真の公正競争」をさせる

ことにより、国民が要求するサービスや「費用対効果」等のバラン

スに配慮した物理的な超高速ＢＢ環境は進展すると考えられる。 
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２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

 「公正競争の一層の活性化」は国民に対してか、設備を持たな

い通信事業者に対していっているのか分からなくなる時が有る。   

「低廉な料金」とは具体的にどうして可能なのか、魔法でも使

わないと出来ることではなく、結局は税金を使うことになると思わ

れる。 

 基盤通信設備を持たない事業者は設備を借りるのに安い越し

たことが無いことは理解できるが、それがどうして安くなるのかの

根拠が不明であり口では何とも言える、例えば「ただ友的なサー

ビス」がまかり通る状況で、他人に対して高いとは、少し筋違い

のように感じるのは私だけであろうか？ 

 そもそも論でいうと、電気通信事業法第３０条の規定で支配的

事業者の手足を縛っておいて（原則自由、例外規制が現実は原

則規制、例外事由）これ以上の公正競争促進とは笑止千万で呆

れるばかりです。 

 超高速ＢＢの利用率向上について、現状はインターネットや映

像配信程度であり、これは人が端末機等に張り付いていて成り

立つコンテンツであり、このことが大問題である。 

 本来は、人が生活をする上において、その環境をサポートする

ためのコンテンツを充実することが必要であり、例えば医療関係

のレセプト一つにしても共有化が出来ず、またＩＰサービスの基本

で最右翼である住民基本台帳ですら利用方法が決定されていな

い中で、ＮＴＴの組織形態だけの議論は理解が出来ない。 

 競争が無いと成長の無いことは理解できることから、行政が指

導力を発揮し広く業務の横通しだけやればコンテンツは明確とな

り、これを通信事業者が実現のための競争をやればいいことで

あり、その結果、現在の設備のままでも利用率を上げることが出

来、その収益で未整備の整理を行えばいいと考える。 

 税金をこれ以上使わず、コンテンツの具現化で内需拡大も可能

であり、その為に「設備環境の１００％化やＮＴＴの分割」とを混同

するのは意味のないことである。 

 要は、はっきり言って設備を持たない通信事業者が都合の良い

エリアにおいてクリームスキミングをするための独自の設備を持

ちたい為の不毛の議論と言わざるを得ない。 

 



 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 株式会社カービュー 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

・ 菅首相は就任時、政治の役割とは最小不幸の実現であると言

われました。もしそれが事実なら、基盤の未整備エリア（約 10％）

を最小、すなわちゼロにすることが先決ではないでしょうか。情

報通信の利用環境が違うことで、情報格差が生じれば、地方は

情報化社会から、弱者のまま取り残されてしまう状況しか生まれ

ないものと考えます。 

 

・ 昨今目覚しい発展を遂げている情報通信技術からすれば、超

高速ブロードバンドが利用出来ることはもはや基本的なサービス

においても不可欠な条件となってきており、その中でブロードバ

ンド基盤が整備されないまま取り残された地域は、従来享受でき

ていたサービスにすら不都合が生じる可能性があり、情報化社

会から置き去りにされる状況はより顕在化していくことになるもの

と考えます。 

 

・ 以上のことから、未整備のエリアも含め、均等、均一にブロー

ドバンド基盤を整備することは急務であり、それによって最小不

幸の実現は達されるものと考えます。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

・ 利用率が 30％にとどまっている原因は、やはり料金が高止ま

りしていることにあると考えます。光サービス料金が、今の ADSL

の水準程度まで低廉化すれば、加入障壁は下がり、利用率は向

上するはずです。ADSL の現在の水準は、事業者間の競争がも

たらした恩恵であり、光サービス料金も競争が促進されることで

ADSL 並みに低廉化することが期待されます。 

 

・ しかしながら現状を見ると、NTT 東西などのドミナント事業者

のネットワークのオープン化などの接続ルールは整備されつつ

あるものの、十分な公平性のある競争が進みやすい土壌となっ

ているかは甚だ疑問です。いっそう公正競争が促進されるため

にも、接続ルール整備のみならず、NTT の組織形態に在り方つ

いても再考すべきであると考えます。 

 

 インフラとサービスが機能として分離しているとはいえ、ボトル

ネック設備を持つことの優位性は根強句の請っていると考えま

す。NTT も他の事業者と同じレベルで競争が出来るような、真の

公正競争環境を整備するための方策を検討すべきです。 
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「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

全て強制的にやってしまうのは良くない。 

必要でないという人には、申し込んだときに対応できる設備を住

居の拠点まで用意しておけばよい。 

今まで建設・保守・運用をやってきた高いノウハウのあるNTTに

やってもらえばよい。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

利用者にとって低廉な価格は一番であるが、いいとこどりをして

低価格というのはおかしい。 

NTTは基盤研究に長期構想で技術開発をし相当額基礎投資をや

っている。また、ある部分あまねく公平を唱われ 

離島・山間部のような高コストばかり残して高収益（光ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ

等）を除いてしますのは不公平である。 

技術は継続性があり、競い合ってこそいいものが生まれてくる。

活性化はその中で付随的に出てくるものである。 
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